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Ｏ
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〇
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Ⅰ　

は
じ
め
に

　

受
益
者
要
件
（beneficial ow

nership

）
は
、
一
九
七
七
年
に
租
税
条
約
に
よ
る
特
典
を
受
け
る
権
利
を
も
た
な
い
仲
介
者
を
排

除
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て（

（
（

、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
一
〇
条
二
項
（
配
当
）、
第
一
一
条
二
項
（
利
子
）
お
よ
び
第
一
二
条

一
項
（
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
）
の
規
定
に
導
入
さ
れ
て
以
来
、
今
日
に
至
る
ま
で
そ
の
用
語
の
意
味
が
不
明
確
で
あ
る
と
し
て
多
く
の
論

議
を
呼
ん
で
い
る（

（
（

。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
受
益
者
要
件
を
定
め
る
第
一
二
条
一
項
は
、
第
一
〇
条
二
項
の
配
当

お
よ
び
第
一
一
条
二
項
の
利
子
と
は
そ
の
条
文
の
基
本
構
造
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
第
一
一
条
（
利
子
）
は

「
他
方
の
締
約
国
で
発
生
し
、
も
う
一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
に
支
払
わ
れ
た
利
子
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
で
課
税
さ
れ
る
。
た

だ
し
、
利
子
の
受
益
者
（beneficial ow

ner

）
が
も
う
一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
で
あ
る
場
合
は
、
課
さ
れ
る
租
税
は
利
子
総
額
の

一
〇
％
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
」（
一
一
条
一
項
・
二
項
）
と
し
て
居
住
地
国
と
源
泉
地
国
双
方
の
課
税
権
の
配
分
ル
ー
ル
を
定
め
て

い
る
の
で
あ
る（

（
（

。
第
一
〇
条
も
文
言
の
相
違
は
存
在
す
る
も
の
の
第
一
一
条
の
受
益
者
要
件
と
同
様
源
泉
地
国
の
課
税
権
を
制
限
す

る
た
め
の
取
扱
い
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

重
要
と
な
る
の
は
、
第
一
〇
条
二
項
（
配
当
）、
第
一
一
条
二
項
（
利
子
）
と
は
対
照
的
に
、
第
一
二
条
（
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
）
は
、

「
他
方
の
締
約
国
に
お
い
て
発
生
し
、
も
う
一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
が
受
益
的
に
所
有
す
る
（beneficially ow

ned

）
ロ
イ
ヤ
ル

テ
ィ
は
、
当
該
も
う
一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
の
み
課
税
さ
れ
る
」（

（
（

（
一
二
条
一
項
）
と
し
て
、
そ
の
受
益
者
の
居
住
地
国
に
お
い
て

排
他
的
な
課
税
権
（exclusive taxing right

）
を
有
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
つ
ま
り
、
第
一
二
条
一
項
の
受
益
者
要
件
は
、

第
一
〇
条
二
項
、
第
一
一
条
二
項
に
比
較
し
て
課
税
権
の
配
分
に
お
い
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
文
構
造
の
相
違
に
照
ら
し
、
第
一
二
条
一
項
を
検
討
し
て
み
る
と
他
の
受
益
者
要
件
と
異
な
る
意
味

で
解
釈
す
べ
き
か
と
い
う
疑
問
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
取
扱
い
に
関
連
し
て
近
年
、
収
益
稼
得
能
力
と
そ
の
可
動
性
か
ら
無
形
資
産
の
重
要
性
が
飛
躍
的

に
高
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
と
し
て
、
国
境
を
超
え
た
一
部
の
多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
知
的

財
産
権
の
使
用
権
に
関
わ
る
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
課
税
上
の
問
題
が
論
議
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
グ
ル
ー
プ
企
業
が
、
異
な

る
法
管
轄
に
所
在
す
る
関
連
会
社
か
ら
知
的
財
産
権
の
使
用
許
諾
を
受
け
る
こ
と
に
よ
る
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
か
ら
生
ず
る
ロ
イ
ヤ
ル

テ
ィ
の
支
払
い
と
、
他
方
で
そ
の
使
用
許
諾
を
受
け
た
知
的
財
産
権
の
使
用
権
を
他
の
関
連
会
社
に
許
諾
す
る
と
い
う
サ
ブ
ラ
イ
セ

ン
ス
契
約
に
よ
る
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
受
領
が
受
益
者
の
判
定
基
準
を
満
た
す
か
ど
う
か
と
い
う
争
訟
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
本
稿
は
、
第
一
二
条
一
項
の
受
益
者
要
件
の
規
定
が
第
一
〇
条
二
項
お
よ
び
第
一
一
条
二

項
と
の
条
文
構
造
の
相
違
に
よ
っ
て
そ
の
解
釈
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
さ
ら
に
は
企
業
グ
ル
ー
プ
内
に

お
け
る
国
境
を
超
え
た
関
連
会
社
間
の
利
子
、
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
取
引
に
つ
い
て
受
益
者
の
認
定
が
争
わ
れ
た
裁
判
例
を
参
考
に
、

国
際
租
税
法
に
お
け
る
受
益
者
要
件
の
機
能
お
よ
び
判
断
基
準
の
検
討
を
試
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

Ⅱ　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
一
二
条
一
項
（
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
）
の
条
文
構
造

1　

受
益
者
要
件
の
改
定
の
経
緯

　

歴
史
的
に
は
、
受
益
者
要
件
は
一
九
七
七
年
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
に
導
入
さ
れ
て
以
来
、
長
年
、
そ
の
文
言
の
意
義
が

不
明
確
で
あ
る
と
し
て
論
議
さ
れ
て
い
る（

（
（

の
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
各
国
の
裁
判
所
や
税
務
当
局
に
お
い
て
も
様
々
な
解
釈

が
採
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
一
九
七
七
年
に
受
益
者
要
件
が
導
入
さ
れ
た
当
時
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
一

〇
条
（
配
当
）、
第
一
一
条
（
利
子
）
お
よ
び
第
一
二
条
（
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
）
は
、
所
得
の
支
払
者
と
最
終
的
な
受
益
者
と
の
間
に
介

在
す
る
名
義
人
、
代
理
人
等
を
受
益
者
か
ら
除
外
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
比
較
的
狭
い
技
術
的
な
意
味
（narrow

 technical 
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sense

）
で
解
釈
さ
れ
て
き
た（

（
（

。
二
〇
〇
三
年
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
改
定
で
は
、
受
益
者
要
件
は
、
条

約
の
目
的
・
趣
旨
に
照
ら
し
、
文
脈
で
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
狭
い
意
味

か
ら
広
範
な
解
釈
へ
と
進
む
に
至
り
、
経
済
的
実
質
の
見
方
が
強
ま
っ
た
と
さ
れ
る（

（
（

。
た
と
え
ば
、
形
式
的
な
所
有
者
で
は
あ
る
が
、

関
連
者
の
た
め
に
行
動
す
る
単
な
る
受
託
者
や
管
理
者
と
な
る
よ
う
な
比
較
的
狭
い
権
限
し
か
も
た
な
い
導
管
に
つ
い
て
は
、
租
税

条
約
の
特
典
か
ら
除
外
す
る
も
の
と
し
て
取
扱
う
こ
と
と
さ
れ
た（

（
（

。D
avid G. D

uff

教
授
は
、
二
〇
〇
三
年
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租

税
条
約
コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
受
益
者
要
件
の
改
定
で
は
、
受
益
者
と
い
う
用
語
の
目
的
が
濫
用
的
な
租
税
回
避
防
止
と
さ
れ
た
こ
と
に

と
も
な
い
「
様
々
な
司
法
判
断
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
り
、
結
果
と
し
て
二
国
間
租
税
条
約
に
お
け
る
受
益
者
要
件
の
範
囲
は
不
確

実
性
を
生
じ
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る（

（1
（

。

　

二
〇
一
四
年
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
改
定
に
際
し
て
は
、
受
益
者
要
件
は
さ
ら
な
る
明
確
化
が
図
ら
れ
、

そ
れ
が
二
〇
一
七
年
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
コ
メ
ン
タ
リ
ー
と
し
て
引
き
継
が
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
名
目
的
な

代
理
人
や
名
義
人
に
加
え
て
あ
る
所
得
を
締
約
国
以
外
の
第
三
者
に
転
送
す
る
（pass on

）
と
い
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
特
定
の
義

務
を
負
う
導
管
会
社
は
、
受
益
者
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
い
う
意
図
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
近
年
、
導
管
会
社
は
、
租
税
法

上
、
無
視
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
導
管
を
用
い
た
複
雑
な
ス
キ
ー
ム
に
受
益
者
要
件
が
適
切
に
対
処
し
得
る
か

と
い
う
問
題
は
大
き
な
論
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

2　

受
益
者
要
件
の
解
釈
と
そ
の
特
徴

　

受
益
者
要
件
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
学
説
上
、
次
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
と
さ
れ
る（

（1
（

。
①
広
範
な
租
税
回
避
防
止
ル
ー
ル
、
②
所

有
権
の
属
性
ル
ー
ル
、
③
所
得
の
転
送
ル
ー
ル
お
よ
び
④
所
得
の
帰
属
ル
ー
ル
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を

検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
①
は
受
益
者
要
件
を
広
範
な
租
税
回
避
防
止
ル
ー
ル
と
し
て
捉
え
る
説
で
あ
り
、
実
質
主
義
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（substance-over-form

）
を
重
視
し
、
租
税
回
避
目
的
で
条
約
締
約
国
に
お
い
て
当
該
所
得
を
受
領
す
る
と
き
は
受
益
者
と
し
て
認

定
さ
れ
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
②
は
受
領
し
た
所
得
に
つ
き
そ
の
受
領
者
が
所
有
、
使
用
ま
た
は
支
配
し
、
リ
ス
ク
を
負
っ

て
い
る
か
と
い
っ
た
所
有
権
の
属
性
を
重
視
し
、
受
益
者
か
ど
う
か
を
判
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
考
え
方

は
、
資
産
か
ら
生
ず
る
所
得
を
受
領
す
る
と
い
う
権
利
を
有
す
る
者
と
当
該
資
産
の
所
有
権
を
有
す
る
者
と
が
分
離
し
て
い
る
と
き

は
、
所
有
権
の
属
性
に
関
す
る
事
実
認
定
は
複
雑
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
危
険
が
あ
り
、
受
益
者
の
判
定
は
困
難
を
来
す
も
の
と
思

わ
れ
る
。
さ
ら
に
③
は
所
得
の
転
送
ア
プ
ロ
ー
チ
（forw
arding approach

）
と
呼
ば
れ
る
考
え
方
で
あ
り
、
受
領
し
た
所
得
を
締

約
国
以
外
の
第
三
者
に
転
送
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
り
受
益
者
を
判
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
現
行
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
共
通
の
基
礎
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
④
は
所
得
の
帰
属
ル
ー
ル

（attribution of incom
e

）
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
実
質
的
に
所
得
が
受
領
者
に
帰
属
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
り
受
益
者
を
認

定
す
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
所
得
を
受
領
し
た
と
し
て
も
課
税
対
象
と
な
ら
な
い
所
得
は
条
約
に

よ
る
恩
典
は
与
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
二
重
課
税
の
リ
ス
ク
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
受
益
者
は
租
税
条
約
に
よ
る
恩

典
が
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
受
益
者
の
判
断
基
準
を
特
徴
付
け
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
、
そ
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
所
得

の
帰
属
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
と
さ
れ
る（

（1
（

。
つ
ま
り
、
租
税
条
約
に
よ
る
恩
典
が
与
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、

誰
に
所
得
が
帰
属
す
る
の
か
を
決
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
認
定
に
際
し
て
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
受

益
者
の
判
断
基
準
が
そ
の
一
つ
の
指
針
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
後
述
す
る
と
お
り
、
各
国
の
司
法
も
こ
れ
を
支
持
す
る
傾
向

が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

今
日
、
国
境
を
越
え
た
関
連
会
社
間
の
取
引
が
複
雑
化
・
多
様
化
し
、
導
管
会
社
を
め
ぐ
る
事
実
認
定
の
問
題
が
数
多
く
の
裁
判

で
争
わ
れ
て
い
る
。
重
要
と
な
る
の
は
、
真
の
受
益
者
を
認
定
す
る
前
提
と
し
て
、
関
連
す
る
当
事
者
の
情
報
を
把
握
す
る
こ
と
が
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不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
点
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
国
際
的
な
情
報
の
共
有
な
ら
び
に

情
報
の
開
示
や
透
明
性
の
確
保
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

（1
（

。

3　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
一
二
条
の
意
義

　
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
と
お
り
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
一
二
条
一
項
（
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
）
の
条
文
構
造
は
、
第
一
〇
条

二
項
（
配
当
）
お
よ
び
第
一
一
条
二
項
（
利
子
）
と
は
異
な
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

（1
（

。
第
一
二
条
一
項
は
、
源
泉
地

国
で
の
課
税
権
が
完
全
に
排
除
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る（

（1
（

。
す
な
わ
ち
、
第
一
二
条
は
、「
一
方
の
締
約
国
（
源
泉

地
国
）
に
お
い
て
発
生
し
、
他
方
の
締
約
国
（
居
住
地
国
）
の
居
住
者
が
受
益
的
に
所
有
す
る
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
は
、
当
該
他
方
の
締

約
国
に
お
い
て
の
み
課
税
さ
れ
る
」（
一
二
条
一
項
）（

（1
（

と
定
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
が
他
方
の
締
約
国
の
居
住
者

に
よ
っ
て
受
益
的
に
所
有
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
、
源
泉
税
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

第
一
二
条
一
項
（
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
）
は
、
源
泉
地
国
に
お
い
て
課
税
権
が
制
限
さ
れ
、
受
益
者
の
居
住
地
国
に
お
い
て
排
他
的
に
課

税
さ
れ
る
と
い
う
原
則
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
た
と
え
ば
第
一
〇
条

二
項
（
配
当
）
で
は
、
一
方
の
締
約
国
（
源
泉
地
国
）
の
居
住
者
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
所
得
は
、
当
該
所
得
の
受
益
者
が
他
方
の

締
約
国
の
居
住
者
で
あ
る
場
合
、
源
泉
地
国
で
の
源
泉
税
率
が
軽
減
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
第
一
〇
条
二
項
お
よ
び
第
一
一
条

二
項
は
、
源
泉
地
国
と
居
住
地
国
の
双
方
に
課
税
権
を
配
分
す
る
と
い
う
取
扱
い
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
第
一
二
条
一
項
（
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
）
の
条
文
の
基
本
構
造
か
ら
生
ず
る
論
点
の
一
つ
と
し
て
重
要
と
な
る
の
は
、

第
一
二
条
一
項
の
受
益
者
要
件
が
課
税
権
の
配
分
に
お
い
て
第
一
〇
条
お
よ
び
第
一
一
条
よ
り
も
そ
の
影
響
が
い
っ
そ
う
強
い
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う（

（1
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
課
税
権
の
配
分
理
論
を
条
文
に
即
し
て
検
証
す
る
と
、
た
と
え
ば
第
一
〇
条
（
配
当
）
は
次
の
よ
う
に
定
め
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て
い
る
。「
一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
で
あ
る
法
人
が
他
方
の
締
約
国
の
居
住
者
に
対
し
て
支
払
う
配
当
は
、
当
該
他
方
の
締
約
国

に
お
い
て
課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
（
同
条
一
項
）。
一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
で
あ
る
法
人
が
支
払
う
配
当
は
、
一
方
の
締
約
国

に
お
い
て
、
当
該
締
約
国
の
法
律
に
従
っ
て
課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
た
だ
し
、
配
当
の
受
益
者
が
他
方
の
締
約
国
の
居
住
者
で

あ
る
場
合
、
課
さ
れ
る
税
額
は
、
以
下
の
額
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
（
同
条
二
項
）」。
つ
ま
り
、
第
一
〇
条
一
項
で
は
、
そ
の
課

税
権
が
居
住
地
国
に
配
分
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
同
条
二
項
に
お
い
て
は
、
源
泉
地
国
に
お
け
る
課
税
権
の
配
分
が
制
限
さ
れ

る
旨
の
取
扱
い
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
〇
条
は
第
一
一
条
と
同
様
に
、
源
泉
地
国
で
課
さ
れ
る
源
泉
税
の
適
用

税
率
に
の
み
注
意
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
一
二
条
一
項
（
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
）
は
源
泉
地
国
で
の
適
用
税
率

の
み
な
ら
ず
、
居
住
地
国
と
源
泉
地
国
の
課
税
権
の
実
際
の
配
分
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
常
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
条
約
締
約
国
に
お
い
て
受
益
者
と
し
て
認
定
さ
れ
な
い
と
き
は
、
第
一
二
条
一
項
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と

と
な
る
た
め
、
そ
の
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
支
払
い
に
対
し
て
は
源
泉
地
国
に
お
け
る
通
常
税
率
に
よ
り
源
泉
税
が
課
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
（
（1
（

。

Ⅲ　

課
税
権
の
配
分
ル
ー
ル
と
し
て
の
受
益
者
要
件

1　

二
〇
一
四
年
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
一
二
条
一
項
（
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
）
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー

　

先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
受
益
者
要
件
は
、
二
〇
一
四
年
に
そ
の
用
語
の
さ
ら
な
る
明
確
化
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ

デ
ル
租
税
条
約
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
大
幅
な
改
定
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
二
〇
一
七
年
版
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

以
下
で
は
、
第
一
二
条
一
項
（
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
）
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
〔para.4.3
〕
に
関
す
る
主
要
な
論
点
に
絞
っ
て
述
べ
る
こ
と
と

し
た
い
。
第
一
二
条
一
項
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
で
は
、
次
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
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「
こ
の
よ
う
な
様
々
な
例
（
代
理
人
、
名
義
人
、
受
託
者
ま
た
は
管
理
者
と
し
て
行
動
す
る
導
管
会
社
）
で
は
、
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を
使

用
し
、
享
受
す
る
受
領
者
の
権
利
は
、
受
領
し
た
支
払
い
を
第
三
者
に
移
転
す
る
（to pass

）
と
い
う
契
約
上
の
義
務
ま
た
は
法
的

義
務
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
直
接
の
受
領
者
は
受
益
者
に
当
た
ら
な
い
（
第
一
二
条
一

項
〔para.4.3

〕
第
一
文
）。
こ
の
種
の
義
務
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
関
連
す
る
法
的
文
書
か
ら
生
ず
る
が
、
実
質
的
に
は
受
領
者
が

そ
の
受
領
し
た
支
払
い
を
第
三
者
に
転
送
す
る
（to pass

）
と
い
う
契
約
上
ま
た
は
法
的
義
務
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ロ
イ
ヤ

ル
テ
ィ
を
使
用
し
享
受
す
る
権
利
（right to use and enjoy the royalties

）
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
示

す
事
実
・
状
況
に
基
づ
い
て

0

00

0

0

0

0

0

0

0

（basis of facts and circum
stances

）、
存
在
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
（
同
条
一
項

〔para.4.3

〕
第
二
文
）」。

　
「
こ
の
種
の
義
務
に
は
、
直
接
の
受
領
者
が
そ
の
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を
受
領
す
る
こ
と
に
依
存
せ
ず
、
債
務
者
と
し
て
ま
た
は
金
融

取
引
の
当
事
者
と
し
て
有
す
る
義
務
、
…
…
直
接
の
受
領
者
が
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を
受
領
す
る
こ
と
に
依
存
し
な
い
契
約
上
ま
た
は
法

律
上
の
義
務
は
含
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
受
領
者
が
、
受
領
し
た
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を
第
三
者
に
転
送
す
る
（to 

pass

）
と
い
う
契
約
上
ま
た
は
法
律
上
の
義
務
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を
使
用
し
、
享
受
す
る
権
利
を
有
す
る

と
き
は
、
そ
の
受
領
者
は
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
受
益
者
で
あ
る
（
同
条
一
項
〔para.4.3

〕
第
三
文
）」。

　

先
に
述
べ
た
と
お
り
、
二
〇
一
四
年
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
改
定
で
は
、
受
益
者
と
い
う
用
語
の
意
味
に
つ
き
「
受
領
し
た
所
得
を
第

三
者
に
転
送
す
る
契
約
上
ま
た
は
法
律
上
の
義
務
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
配
当
、
利
子
ま
た
は
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を
使
用
し
、
享

受
す
る
権
利
を
有
す
る
者
を
い
う
」
と
し
て
定
義
さ
れ
、
用
語
の
明
確
化
が
徹
底
さ
れ
た
と
い
う
点
で
意
義
が
あ
る
。
こ
の
コ
メ
ン

タ
リ
ー
の
改
定
に
よ
り
、
受
益
者
要
件
の
解
釈
は
、
形
式
よ
り
も
実
質
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
が
強
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
第
一
二
条

一
項
〔para.4.3

〕
第
二
文
で
は
、
形
式
的
に
は
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を
使
用
し
、
享
受
す
る
と
い
う
権
利
を
有
し
て
い
る
と
し
て
も
、

実
質
的
に
は
、
そ
の
権
利
が
制
限
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
受
益
者
に
当
た
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
実
際
に
、
そ
の
権
利
が
制



2（（

国際租税法における受益者要件（Beneficial Ownership）

限
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
受
領
し
た
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を
他
者
に
転
送
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ

る
。
も
っ
と
も
、
第
一
二
条
一
項
〔para.4.3

〕
第
三
文
が
示
唆
し
て
い
る
と
お
り
、
転
送
義
務
を
負
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断

す
る
た
め
に
は
一
定
の
事
実
関
係
や
状
況
に
基
づ
い
て
、
法
律
上
の
義
務
の
み
な
ら
ず
経
済
的
義
務
を
負
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い

っ
た
審
査
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る（

（2
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
受
領
と
そ
の
転
送
に
関
し
て
相
互
依
存
義
務
が
あ

る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
困
難
を
来
す
も
の
と
思
わ
れ
る（

（2
（

。

2　

Ｅ
Ｕ
の
利
子
・
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
指
令
に
お
け
る
受
益
者
要
件

　

二
〇
〇
三
年
に
Ｅ
Ｕ
の
欧
州
委
員
会
で
は
、
利
子
・
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
指
令
（Interest and Royalties D

irective

）
が
採
択
さ
れ
、

受
益
者
要
件
が
導
入
さ
れ
る
に
至
っ
た（

（2
（

。
も
と
も
と
Ｅ
Ｕ
で
は
、
加
盟
国
間
の
課
税
ル
ー
ル
や
租
税
条
約
の
相
違
か
ら
生
ず
る
域
内

市
場
に
お
け
る
二
重
課
税
の
排
除
を
目
的
と
し
て
、
一
九
九
〇
年
に
親
会
社
か
ら
子
会
社
へ
の
配
当
所
得
に
つ
き
源
泉
地
国
の
源
泉

税
を
免
除
す
る
と
い
う
親
子
会
社
指
令
が
創
設
さ
れ
た
背
景
が
あ
る
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
三
年
に
は
利
子
・
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
指
令

（
以
下
「
指
令
」）
が
採
用
さ
れ
、
欧
州
委
員
会
は
「
人
為
的
な
導
管
の
措
置
（artificial conduit arrangem

ents

）」
と
し
て
濫
用
的

な
租
税
回
避
行
為
を
阻
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
当
該
所
得
の
受
益
者
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
当
該
所
得
に
係
る
源
泉
地
国
に

お
け
る
源
泉
税
の
免
除
を
認
め
る
も
の
し
た（

（2
（

。

　

特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
指
令
で
は
受
益
者
の
取
扱
い
に
恒
久
的
施
設
（
Ｐ
Ｅ
）
の
要
素
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る（

（2
（

。
す
な

わ
ち
、
一
方
の
加
盟
国
で
発
生
し
た
利
子
・
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
は
、
そ
の
受
益
者
が
他
方
の
加
盟
国
の
企
業
（com

pany of another 

M
em

ber State

）
ま
た
は
他
方
の
加
盟
国
に
所
在
す
る
恒
久
的
施
設
（
Ｐ
Ｅ
）
と
し
て
認
定
さ
れ
る
場
合
に
限
り
、
源
泉
税
の
控
除

ま
た
は
賦
課
課
税
の
い
ず
れ
か
を
問
わ
ず
、
当
該
国
の
当
該
所
得
に
課
さ
れ
る
租
税
が
免
除
さ
れ
る
（
指
令
第
一
条
一
項
）（

（2
（

。
重
要
な

の
は
、
加
盟
国
の
企
業
が
利
子
ま
た
は
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
受
益
者
と
し
て
認
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
当
該
企
業
が
自
己
の
利
益
の
た
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め
に
（for its ow

n benefit

）
当
該
所
得
を
受
領
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
当
該
企
業
の
単
な
る
代
理
人
、
受
託
者
お
よ

び
公
認
署
名
人
な
ど
の
仲
介
者
は
、
受
益
者
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
指
令
第
一
条
四
項
）（

（2
（

。
要
す
る
に
、
利
子
・
ロ
イ
ヤ
ル
テ

ィ
が
Ｐ
Ｅ
と
実
質
的
に
関
連
し
、
そ
の
所
得
が
関
連
す
る
加
盟
国
に
お
い
て
課
税
対
象
と
さ
れ
る
場
合
に
限
り
、
受
益
者
と
し
て
取

扱
う
も
の
と
さ
れ
る
（
指
令
第
一
条
一
項
）。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
コ
メ
ン
タ
リ
ー
で
は
、
Ｐ
Ｅ
に
関
し
て
受
益
者
の
取
扱
い

が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が（

（2
（

、
他
方
、
指
令
で
は
源
泉
税
や
賦
課
課
税
の
免
除
の
特
典
を
Ｅ
Ｕ
加
盟
の
い
ず
れ
の
国
に
与
え
ら
れ
る
か

を
判
定
す
る
た
め
に
Ｐ
Ｅ
の
認
定
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
そ
の
判
断
に
際
し
て
は
必
ず
し
も
そ
の
所
得
の
受
領

者
に
着
目
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
受
益
者
が
加
盟
国
の
企
業
で
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
の
所
得
を
配
分
す
る
必
要
の
あ
る
恒

久
的
施
設
（
Ｐ
Ｅ
）
を
、
加
盟
国
内
に
有
し
て
い
る
か
否
か
を
特
定
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る（

（2
（

。
す
な
わ
ち
、
当
該
所
得
の
直

接
の
受
領
者
が
自
己
の
利
益
の
た
め
に
、
所
得
を
受
領
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
受
領
者
の
背
後
に
存
在
す
る
真
の
受
益
者

が
い
ず
れ
か
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
所
在
す
る
企
業
で
あ
る
限
り
、
指
令
に
基
づ
き
源
泉
税
の
免
除
が
受
け
ら
れ
る（

（2
（

の
で
あ
る
。
つ
ま
り

利
子
・
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
が
Ｐ
Ｅ
と
実
質
的
に
関
連
し
、
か
つ
そ
の
所
得
が
関
連
す
る
加
盟
国
に
お
い
て
課
税
対
象
と
な
る
場
合
に
限

り
、
当
該
所
得
の
受
領
者
は
受
益
者
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
源
泉
税
の
免
除
が
受
け
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
な
受
益
者
要
件
の
議
論
と
そ
の
検
討
の
蓄
積
を
基
礎
に
し
て
デ
ヴ
ィ
ッ
ト
・
Ｇ
・
ダ
フ
（D

avid G. D
uff

）
教

授
は
、
受
益
者
要
件
は
租
税
回
避
を
防
止
す
る
と
い
う
役
割
に
加
え
て
、
租
税
条
約
に
よ
る
特
典
（tax benefit

）
を
受
け
る
資
格

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
た
め
の
「
所
得
配
分
ル
ー
ル
（incom

e allocation rule

）」
と
し
て
重
要
な
機
能

が
あ
る
と
述
べ
て
い
る（

（3
（

。
実
際
に
、
こ
の
よ
う
な
受
益
者
要
件
の
機
能
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
例
と
し
て
一
九
七
一
年
の
米
国
租
税

裁
判
所A

iken

事
件
判
決
が
あ
る
。
以
下
で
は
、
上
記
の
裁
判
例
を
手
掛
か
り
と
し
て
受
益
者
要
件
の
機
能
お
よ
び
受
益
者
の
判

断
基
準
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
ゆ
く
。



2（9

国際租税法における受益者要件（Beneficial Ownership）

3　

米
国
租
税
裁
判
所Aiken Industries

事
件
判
決
（
一
九
七
一
年
八
月
五
日
）

（
1
）
事
件
の
概
要
と
争
点

　

A
iken Industries

事
件
判
決
は
、
米
国
に
お
い
て
初
め
て
受
益
者
の
意
義
が
問
わ
れ
た
注
目
す
べ
き
事
例
で
あ
る（

（3
（

。
こ
の
事
案

を
略
述
す
る
と
、
バ
ハ
マ
諸
島
に
所
在
す
る
エ
ク
ア
ド
ル
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
ミ
テ
ッ
ド
（Ecuador Lim

ited, Inc.;

以
下

「
Ｅ
Ｃ
Ｌ
社
」）
は
、
米
国
法
人
エ
イ
ケ
ン
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
ズ
社
（A

iken Industries, Inc.;

以
下
「A

iken

社
」）
の
発
行
済
株
式

の
九
九
・
九
九
七
％
を
保
有
し
て
い
た
。A

iken

社
の
唯
一
の
株
主
は
、
米
国
法
人
で
あ
る
メ
カ
ニ
カ
ル
・
プ
ロ
ダ
ク
ツ
社

（M
echanical Products, Inc.;

以
下
「
Ｍ
Ｐ
Ｉ
社
」）
で
あ
っ
た
。
Ｅ
Ｃ
Ｌ
社
は
、
エ
ク
ア
ド
ル
の
子
会
社
Ｃ
Ｃ
Ｎ
社
を
通
じ
て
、
間

接
的
に
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
に
所
在
す
る
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ス
・
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
社
（
以
下
「Industrias

社
」）
の
全
株
式
を
保
有
し
て

い
た（

（3
（

。

　

一
九
六
三
年
に
、
Ｍ
Ｐ
Ｉ
社
は
約
束
手
形
と
引
き
換
え
に
Ｅ
Ｃ
Ｌ
社
か
ら
二
二
五
万
ド
ル
を
借
用
し
た
。
Ｅ
Ｃ
Ｌ
社
は
、
Ｍ
Ｐ
Ｉ

社
か
ら
受
領
し
た
約
束
手
形
をIndustrias
社
に
譲
渡
し
、
そ
れ
と
交
換
でIndustrias

社
が
発
行
し
た
九
枚
の
約
束
手
形
を
受

け
取
っ
た
。
こ
の
九
枚
の
約
束
手
形
の
元
本
お
よ
び
利
率
の
条
件
は
、
Ｍ
Ｐ
Ｉ
社
が
発
行
し
た
約
束
手
形
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
Ｍ
Ｐ
Ｉ
社
か
らIndustrias

社
に
利
子
（
本
件
利
子
）
が
支
払
わ
れ
る
一
方
でIndustrias

社
か
ら
Ｅ
Ｃ
Ｌ
社
に

同
額
の
利
子
が
支
払
わ
れ
た
。
な
おA

iken

社
は
、
Ｍ
Ｐ
Ｉ
社
と
の
合
併
に
よ
り
本
件
訴
訟
の
当
事
者
と
な
っ
た
。

　

米
国
と
バ
ハ
マ
諸
島
と
の
間
に
租
税
条
約
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
九
六
四
年
と
一
九
六
五
年
に
米
国
法
人
Ｍ
Ｐ
Ｉ
社

（
合
併
後
のA

iken

社
）
が
バ
ハ
マ
諸
島
法
人
Ｅ
Ｃ
Ｌ
社
に
支
払
っ
た
本
件
利
子
は
、
米
国
に
お
い
て
三
〇
％
の
源
泉
税
が
課
せ
ら
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
当
時
有
効
で
あ
っ
た
米
国
・
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
（
米
都
）
租
税
条
約
第
九
条
で
は
、
米
国
Ｍ
Ｐ
Ｉ
社
が
ホ
ン
ジ
ュ

ラ
ス
法
人
で
あ
るIndustrias

社
に
支
払
っ
た
利
子
は
源
泉
税
が
免
除
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
米
都
租
税
条
約
第
九
条

は
、「
一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
、
法
人
そ
の
他
の
社
団
で
あ
っ
て
課
税
年
度
中
に
当
該
一
方
の
締
約
国
内
に
恒
久
的
施
設
を
も
た
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な
い
者
に
よ
っ
て
受
領
さ
れ
た
債
券
、
証
券
、
手
形
そ
の
他
の
債
務
に
係
る
利
子
の
源
泉
税
は
、
他
方
の
締
約
国
に
お
い
て
免
除
さ

れ
る
（exem

pt from
 tax

）」
と
定
め
て
い
た
（at 92（

）。

　

そ
こ
で
、A

iken

社
は
、
同
条
約
第
九
条
を
根
拠
と
し
て
、Industrias

社
に
支
払
っ
た
本
件
利
子
に
つ
い
て
源
泉
税
の
免
除
を

受
け
る
権
利
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
内
国
歳
入
庁
長
官
は
、
租
税
条
約
の
目
的
上
、Industrias

社
は
考
慮
さ
れ
る

べ
き
で
な
く
、
Ｍ
Ｐ
Ｉ
社
（A

iken

社
）
が
支
払
っ
た
本
件
利
子
の
真
の
受
領
者
は
、
バ
ハ
マ
諸
島
法
人
Ｅ
Ｃ
Ｌ
社
で
あ
る
と
主
張

し
た
（at 931
）。

（
2
）
判
旨
と
検
討

　

こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
ク
エ
リ
ー
（Q

ualy, Y

）
裁
判
官
は
、
内
国
歳
入
庁
の
主
張
を
認
め
、
Ｍ
Ｐ
Ｉ
社
（A

iken

社
）
か
ら
支
払

わ
れ
た
本
件
利
子
はIndustrias
社
で
は
な
く
Ｅ
Ｃ
Ｌ
社
が
受
領
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
と
し
て
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
法
人
の

Industrias

社
は
、
米
国
・
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
間
の
米
都
租
税
条
約
第
九
条
に
基
づ
く
源
泉
税
の
免
除
が
適
用
さ
れ
な
い
と
結
論
付
け

た
（at 934

）。
租
税
裁
判
所
は
、
当
時
の
米
都
租
税
条
約
で
は
受
益
者
と
い
う
用
語
が
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
同
条
約

第
九
条
の
「
受
領
さ
れ
た
（received by

）」
と
い
う
用
語
の
意
味
を
現
行
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
に
定
め
て
い
る
受
益
者

と
同
義
に
解
釈
し
た
上
、Industrias

社
が
本
件
利
子
の
真
の
受
領
者
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
た
の
で
あ
る（

（3
（

。
こ
こ
に
い
う
受

領
さ
れ
た
（received by

）
と
い
う
用
語
の
意
味
に
つ
き
租
税
裁
判
所
は
「
い
ず
れ
か
の
締
約
国
の
法
人
が
自
ら
の
も
の
と
し
て

（as its ow
n

）
受
領
す
る
利
子
で
あ
っ
て
、
他
国
に
送
金
す
る
と
い
う
義
務
を
負
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
受
領
さ
れ
た
」

と
い
う
用
語
は
、
単
に
締
約
国
の
法
人
が
利
子
に
相
当
す
る
資
金
を
一
時
的
に
か
つ
物
理
的
に
所
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な

く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
資
金
に
つ
い
て
完
全
な
支
配
お
よ
び
管
理
（dom

inion and control

）
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
」
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
（at 933

）。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
判
決
が
示
し
た
受
益
者
の
判
断
基
準
は
、
二
〇
一
四
年
に
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改
定
さ
れ
た
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
一
一
条
二
項
（
利
子
）
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
〔para.10.2

〕
に
定
め
て
い
る
判
断
要
素
と

同
様
の
実
質
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（

（3
（

。

　

さ
ら
に
租
税
裁
判
所
は
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
法
人Industrias

社
が
受
益
者
に
当
た
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
米
国
法
人
Ｍ
Ｐ
Ｉ
社

に
よ
る
本
件
利
子
の
支
払
い
が
、
米
国
・
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
間
の
米
都
租
税
条
約
第
九
条
に
定
め
る
源
泉
税
の
免
除
の
対
象
と
し
て
十

分
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
た
め
に
、
次
の
四
つ
の
判
断
要
素
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、Industrias

社
に
お
い
て
①
本
件
利
子
の
受
領
が
Ｅ
Ｃ
Ｌ
社
へ
の
支
払
い
の
流
れ
と
一
致
し
て
い
る
か
、
②
仲
介
者
（Industrias

社
）
が
ス
プ

レ
ッ
ド
（
利
益
）
を
得
て
い
る
か
、
③
本
件
利
子
の
受
領
と
支
払
い
が
関
連
当
事
者
間
で
行
わ
れ
て
い
る
か
、
④
仲
介
者
の
事
業
目

的
が
、
同
条
約
第
九
条
に
基
づ
く
源
泉
税
の
免
除
を
認
め
る
の
に
十
分
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る（

（3
（

。

　

こ
れ
ら
の
判
断
要
素
を
前
提
と
し
て
、
租
税
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。「A

iken

社
は
、
Ｍ
Ｐ
Ｉ
社
と

Industrias

社
と
の
間
に
お
い
て
実
質
的
な
債
務
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
な
い
。
Ｍ
Ｐ
Ｉ
社
の
約
束
手
形
が
Ｅ
Ｃ
Ｌ
社
か
ら

Industrias

社
に
譲
渡
さ
れ
、Industrias
社
の
手
形
と
交
換
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｌ
社
に
同
額
の
資
金
の
流
入
を
も
た
ら

す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
資
金
の
流
入
と
流
出
額
は
同
額
で
あ
っ
て
、
か
つIndustrias

社
、
Ｅ
Ｃ
Ｌ
社
お
よ
び
Ｍ
Ｐ
Ｉ

社
は
全
て
一
つ
の
企
業
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
関
係
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
本
件
利
子
に
有
効
な
経
済
的
ま
た
は
事

業
上
の
目
的
（econom

ic or business purpose

）
が
存
在
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。
Ｍ
Ｐ
Ｉ
社
の
唯
一
の
目
的
は
、Industrias

社
に
支
払
う
本
件
利
子
に
つ
い
て
条
約
が
定
め
る
免
税
措
置
の
恩
典
（benefits of the exem

ption

）
を
受
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

ま
たIndustrias

社
は
、
そ
の
受
領
し
た
資
金
を
Ｅ
Ｃ
Ｌ
社
に
転
送
す
る
義
務
（obligation to transm

it it

）
を
負
っ
て
い
た
の
で

あ
る
か
ら
、
本
件
利
子
か
ら
は
利
益
を
得
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
本
件
利
子
を
管
理
・
支
配
（dom

inion and control

）

し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
」（at 934

）。
し
た
が
っ
て
、「Industrias

社
は
単
な
る
仲
介
者
と
し
て
の
導
管
（m

erely a conduit 

for the passage

）
に
過
ぎ
ず
、
Ｍ
Ｐ
Ｉ
社
（A

iken

社
）
か
ら
支
払
わ
れ
た
本
件
利
子
は
、
バ
ハ
マ
諸
島
に
所
在
す
る
親
会
社
（
Ｅ
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Ｃ
Ｌ
社
）
に
よ
っ
て
「
受
領
さ
れ
た
（received by

）」
も
の
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」（

（3
（

。

　

重
要
と
な
る
の
は
、
本
判
決
で
は
自
ら
利
益
を
管
理
・
支
配
し
て
い
る
者
が
受
益
者
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
判
決
は
受
益
者
要
件
が
所
得
の
帰
属
ル
ー
ル
、
課
税
権
配
分
ル
ー
ル
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
も
の
と
し
て
評

価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
国
際
租
税
法
に
お
け
る
受
益
者
要
件
は
、
所
得
が
誰
に
帰
属
す
る
か
、
所
得
を
ど
の
国
に
配
分

す
る
か
と
い
う
ル
ー
ル
を
決
定
す
る
た
め
の
重
要
な
機
能
を
果
た
す
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
九
七
七
年
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
一
〇
条
二
項
、
第
一
一
条
二
項
お
よ
び
第
一
二
条
一
項
に
受

益
者
要
件
が
創
設
さ
れ
た
当
時
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
約
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
は
既
に
、
一
九
七
一
年
の
前
掲A

iken

事
件
判
決
が
明

ら
か
に
し
た
「
受
領
さ
れ
た
（received by

）」
と
い
う
用
語
の
意
義
が
含
ま
れ
て
い
た
も
の
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
本
判
決
で
示
さ
れ
た
受
益
者
の
判
断
基
準
は
、
二
〇
一
四
年
に
改
定
さ
れ
た
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租

税
条
約
第
一
〇
条
二
項
、
第
一
一
条
二
項
、
お
よ
び
第
一
二
条
一
項
の
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
受
益
者
要
件
（
第
一
一
条

（
利
子
）〔para.10.2

〕）
に
定
め
ら
れ
て
い
る
記
述
と
重
な
る
部
分
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
本
判
決
は
、
二
〇
一
四

年
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
改
定
内
容
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

Ⅳ　

Ｉ
Ｐ
カ
ン
パ
ニ
ー
に
お
け
る
知
的
財
産
権
と
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
一
二
条
一
項
コ
メ
ン

タ
リ
ー
の
転
送
義
務

（
1
）
背　

景

　

近
年
、
収
益
稼
得
能
力
と
そ
の
可
動
性
か
ら
企
業
に
お
け
る
無
形
資
産
の
重
要
性
が
飛
躍
的
に
高
ま
っ
て
い
る
。
知
的
財
産
の
格

付
け
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社
の
調
査
に
よ
る
と
、
一
九
七
五
年
に
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
ア
ン
ド
・
プ
ア
ー
ズ
（
Ｓ
＆
Ｐ
）
五
〇
〇
の



283

国際租税法における受益者要件（Beneficial Ownership）

市
場
価
値
の
一
七
％
を
占
め
て
い
た
知
的
財
産
は
、
二
〇
二
〇
年
に
は
九
〇
％
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
と
さ
れ
る（

（3
（

。
特
に
、
デ
ジ

タ
ル
化
さ
れ
た
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
も
つ
一
部
の
多
国
籍
企
業
は
無
形
資
産
に
大
き
く
依
存
す
る
傾
向
に
あ
る
と
さ
れ
る（

（3
（

。
こ
の
よ

う
な
知
的
財
産
権
を
保
有
す
る
多
国
籍
企
業
は
、
グ
ル
ー
プ
内
に
い
わ
ゆ
る
Ｉ
Ｐ
（intellectual property

）
カ
ン
パ
ニ
ー
と
呼
ば

れ
る
知
的
財
産
会
社
を
設
立
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い（

（3
（

。
Ｉ
Ｐ
カ
ン
パ
ニ
ー
を
設
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
企
業
グ
ル
ー
プ
内
の
知
的

財
産
の
管
理
の
合
理
化
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
競
業
他
社
か
ら
の
侵
害
か
ら
知
的
財
産
権
を
保
護
す
る
こ
と
や
、
管
理
コ
ス
ト
の
縮

減
を
図
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る（

（4
（

。
ま
た
Ｉ
Ｐ
カ
ン
パ
ニ
ー
は
、
企
業
グ
ル
ー
プ
内
に
お
け
る
ク
ロ
ス
・
ラ
イ
セ
ン
ス
契

約
と
い
っ
た
複
雑
な
知
的
財
産
権
に
関
す
る
問
題
に
対
し
て
迅
速
な
対
応
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
り（

（4
（

、
さ
ら
に
知
的
財
産
権

の
開
発
か
ら
そ
の
活
用
ま
で
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
全
体
を
管
理
す
る
役
割
を
担
う
と
い
う
重
大
な
機
能
を
果
た
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る（

（4
（

。
た
と
え
ば
、
Ｉ
Ｐ
カ
ン
パ
ニ
ー
は
企
業
グ
ル
ー
プ
内
の
研
究
開
発
会
社
が
開
発
し
た
知
的
財
産
権
の
使
用
許
諾
を
ラ
イ

セ
ン
ス
契
約
に
よ
り
受
け
た
の
ち
、
そ
の
使
用
権
を
グ
ル
ー
プ
内
の
他
の
製
造
・
販
売
会
社
に
サ
ブ
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
よ
り
供
与

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
的
財
産
権
が
生
み
出
す
価
値
（
利
益
）
を
最
大
限
に
活
用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
性
格
を
も
つ
知
的
財
産
権
の
使
用
権
は
、
企
業
グ
ル
ー
プ
内
に
お
け
る
税
負
担
の
軽
減
目
的
か
ら
国
境
を
越
え
て
利
用
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
と
さ
れ
る（

（4
（

。
と
い
う
の
も
税
負
担
を
考
慮
す
る
と
、
Ｉ
Ｐ
カ
ン
パ
ニ
ー
を
ど
こ
の
法
管
轄
に
設
立
す
る
か
と
い
う
問
題

は
企
業
活
動
に
と
っ
て
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
る
か
ら
で
あ
り
、
租
税
法
と
の
関
連
性
も
密
接
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
2
）
無
形
資
産
と
Ｉ
Ｐ
カ
ン
パ
ニ
ー

　
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
と
お
り
、
近
年
、
一
部
の
多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
内
に
お
け
る
国
境
を
越
え
た
知
的
財
産
許
諾
の
使
用

権
に
関
わ
る
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
お
よ
び
サ
ブ
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
よ
る
取
引
が
進
展
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
企
業
グ
ル
ー
プ
内
の
Ｉ

Ｐ
カ
ン
パ
ニ
ー
は
、
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
よ
っ
て
異
な
る
法
管
轄
に
所
在
す
る
関
連
会
社
か
ら
知
的
財
産
権
の
使
用
許
諾
を
受
け
る
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こ
と
に
よ
り
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
支
払
い
を
な
す
一
方
で
、
サ
ブ
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
よ
り
別
の
関
連
会
社
に
そ
の
使
用
許
諾
を
与
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を
受
領
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
国
境
を
超
え
た
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
受
領
者
が
受
益
者
で

あ
る
か
ど
う
か
が
租
税
法
上
問
題
と
な
る
の
で
あ
る（

（4
（

。

　

後
述
す
る
よ
う
に
Ｉ
Ｐ
カ
ン
パ
ニ
ー
は
、
知
的
財
産
権
の
使
用
許
諾
の
対
価
で
あ
る
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
税
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
異
な
る
法
管
轄
に
関
連
会
社
を
設
立
・
移
転
す
る
と
い
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
も
つ
可
能
性
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

税
率
の
高
い
法
管
轄
に
所
在
す
る
Ｉ
Ｐ
カ
ン
パ
ニ
ー
は
、
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
お
よ
び
サ
ブ
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
よ
り
知
的
財
産
権
の

使
用
許
諾
を
税
率
の
低
い
法
管
轄
の
子
会
社
に
供
与
す
る
こ
と
に
よ
り
税
負
担
を
軽
減
し
、
さ
ら
に
締
約
国
間
の
租
税
条
約
に
お
い

て
受
益
者
と
し
て
認
定
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
受
領
し
た
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
源
泉
税
が
免
除
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る（

（4
（

。
こ
の

受
益
者
の
判
定
に
加
え
て
、
Ｉ
Ｐ
カ
ン
パ
ニ
ー
が
所
在
す
る
国
内
法
に
よ
り
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
が
非
課
税
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
き
は
、

源
泉
地
国
お
よ
び
居
住
地
国
の
双
方
で
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
が
非
課
税
と
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
国
境
を
越
え
た
企
業
グ
ル
ー
プ
内
の
複
雑
な
取
引
に
対
す
る
二
重
非
課
税
は
、
課
税
の
中
立
性
を
そ
こ
ね
る
も
の

で
あ
り（

（4
（

そ
の
弊
害
は
大
き
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
・
Ｇ
20
で
は
、
平
成
二
七
年
一
〇
月
に
「
税
源
浸
食
と
利
益

移
転
（Base Erosion and Profit Shifting

（
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
））」
に
対
応
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
行
動
計
画
が
公
表
さ
れ
て

い
る
が（

（4
（

、
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
知
的
財
産
権
の
使
用
許
諾
の
対
価
で
あ
る
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を
通
じ
た
租
税
回
避
が
重
要
課
題

と
し
て
多
く
の
議
論
を
呼
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
一
五
の
行
動
計
画
を
唱
え
、
課

税
逃
れ
に
対
処
す
る
た
め
、
実
質
性
（substance

）、
透
明
性
（transparency

）
お
よ
び
予
見
可
能
性
（coherence

）
の
三
つ
の
方

針
を
明
確
に
示
し
た
の
で
あ
る（

（4
（

。
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（
3
）
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
一
二
条
一
項
（
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
）
と
転
送
義
務

　

と
こ
ろ
で
、
前
述
の
よ
う
に
Ｉ
Ｐ
カ
ン
パ
ニ
ー
（
知
的
財
産
会
社
）
は
、
グ
ル
ー
プ
内
の
関
連
会
社
（
研
究
開
発
会
社
）
に
報
酬
を

支
払
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
で
開
発
さ
れ
た
知
的
財
産
権
の
権
利
を
完
全
に
取
得
し
た
上
で
、
そ
の
権
利
を
自
ら
使
用
す
る
代
わ
り

に
、
別
の
法
管
轄
に
所
在
す
る
関
連
会
社
（
製
造
・
販
売
会
社
）
に
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
よ
り
そ
の
権
利
を
供
与
す
る
ケ
ー
ス
が
少

な
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
Ｉ
Ｐ
カ
ン
パ
ニ
ー
は
、
国
境
を
越
え
て
所
在
す
る
製
造
・
販
売
会
社
か
ら
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約

の
対
価
と
し
て
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を
受
領
す
る
の
で
あ
る（

（4
（

が
、
こ
の
取
引
に
お
い
て
受
益
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
の

で
あ
る
。

　

さ
ら
に
別
の
取
引
と
し
て
Ｉ
Ｐ
カ
ン
パ
ニ
ー
は
、
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
よ
り
別
の
法
管
轄
の
関
連
会
社
で
あ
る
研
究
開
発
会
社
か

ら
知
的
財
産
権
の
使
用
許
諾
の
供
与
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
対
価
と
し
て
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を
支
払
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
使

用
許
諾
権
を
別
の
法
管
轄
の
関
連
会
社
で
あ
る
製
造
・
販
売
会
社
に
サ
ブ
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
よ
り
供
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
対
価
と
し
て
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を
受
領
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
取
引
に
よ
り
Ｉ
Ｐ
カ
ン
パ
ニ
ー
は
、
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
受
領
お

よ
び
支
払
い
を
国
境
を
越
え
て
行
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
支
払
義
務
が
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
一
二
条
一

項
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
定
め
る
転
送
義
務
に
当
た
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
の
で
あ
る（

（5
（

。
以
下
で
は
、
知
的
財
産
権
の
取

引
を
め
ぐ
り
、
受
益
者
の
認
定
が
問
わ
れ
た
裁
判
例
に
着
目
し
、
考
察
を
行
う
こ
と
と
す
る
。



28（

法学研究 98 巻 1 号（2025：1）

Ⅴ　

裁
判
例
の
検
討

1　
SD

I N
etherlands

事
件
判
決
（
一
九
九
六
年
一
〇
月
二
日
）

（
1
）
事
件
の
概
要
と
争
点

　

一
九
九
六
年
の
米
国
租
税
裁
判
所SD

I N
etherlands

事
件
判
決
は
、
グ
ル
ー
プ
企
業
が
国
境
を
越
え
て
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
と

サ
ブ
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
を
締
結
し
た
取
引
に
お
い
て
、
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
受
領
者
は
受
益
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
否
か
が
争
わ
れ

た
（
（5
（

。
事
案
を
略
述
す
る
と（

（5
（

、
オ
ラ
ン
ダ
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
は
、
世
界
中
の
Ｉ
Ｂ
Ｍ
メ
イ
ン
フ
レ
ー
ム
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
使
用
さ
れ
る
シ
ス
テ

ム
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
設
計
、
製
造
、
販
売
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
グ
ル
ー
プ
（
Ｓ
Ｄ
Ｉ
グ
ル
ー
プ
）
企
業
の
関
連
会
社
で
あ
っ
た
。

一
九
八
六
年
に
オ
ラ
ン
ダ
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
は
、
バ
ミ
ュ
ー
ダ
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
か
ら
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
全
世
界
で
使
用
・
販
売
で
き
る
ラ
イ
セ
ン

ス
を
譲
り
受
け
、
そ
の
対
価
と
し
て
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を
支
払
っ
た
。
当
該
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
は
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
使
用
許
諾
権

を
他
社
に
サ
ブ
ラ
イ
セ
ン
ス
す
る
こ
と
の
で
き
る
権
利
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
契
約
に
よ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
は
そ
の
子
会

社
で
あ
る
米
国
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
と
当
該
使
用
許
諾
権
に
つ
い
て
サ
ブ
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
対
価
と
し
て
米
国
Ｓ
Ｐ
Ｉ
社
か

ら
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を
受
領
し
た
。
他
方
で
米
国
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
は
、
オ
ラ
ン
ダ
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
か
ら
供
与
さ
れ
た
当
該
使
用
許
諾
権
を
用
い
て

米
国
内
に
お
い
て
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
使
用
・
販
売
を
行
う
こ
と
へ
の
対
価
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
に
対
し
て
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を

支
払
っ
た
。
な
お
、
オ
ラ
ン
ダ
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
は
、
米
国
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
と
同
様
の
サ
ブ
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
を
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
英
国
の

子
会
社
と
も
締
結
し
た
。

　

当
時
、
米
国
・
オ
ラ
ン
ダ
間
の
米
蘭
租
税
条
約
第
九
条
で
は
、
米
国
法
人
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
法
人
に
支
払
わ
れ
る
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
は
、

米
国
内
の
源
泉
税
が
免
除
さ
れ
て
い
た
た
め
、
オ
ラ
ン
ダ
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
は
、
同
条
約
に
基
づ
き
米
国
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
か
ら
受
領
し
た
本
件
ロ

イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
源
泉
税
が
免
除
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
内
国
歳
入
庁
長
官
は
、
歳
入
庁
裁
決
（Rev.Rul.80-3（2

）
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を
参
照
し
た
上
で（

（5
（

、
オ
ラ
ン
ダ
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
か
ら
バ
ミ
ュ
ー
ダ
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
に
支
払
わ
れ
た
本
件
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
は
、
米
国
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
か

ら
オ
ラ
ン
ダ
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
を
経
由
し
て
バ
ミ
ュ
ー
ダ
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
に
支
払
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
内
国
歳
入
法
典
八
六
一

条
⒜
⑷
に
基
づ
き（

（5
（

、
バ
ミ
ュ
ー
ダ
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
が
「
米
国
内
の
源
泉
か
ら
受
領
し
た
」
も
の
で
あ
る
の
で
米
国
の
源
泉
税
が
課
せ
ら
れ

る
と
主
張
し
た
。
な
お
、
当
時
、
米
国
・
バ
ミ
ュ
ー
ダ
間
の
租
税
条
約
は
締
結
さ
れ
て
い
な
か
っ
た（

（5
（

。

（
2
）
判
旨
と
検
討

　

タ
ン
ネ
ン
ウ
ォ
ル
ド
（T

annenw
ald

）
裁
判
官
は
オ
ラ
ン
ダ
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
を
受
益
者
と
認
定
し
、
結
論
と
し
て
内
国
歳
入
庁
長
官

の
主
張
を
退
け
た（

（5
（

。
す
な
わ
ち
租
税
裁
判
所
は
、
前
掲A

iken

事
件
判
決
（
一
九
七
一
）
お
よ
びN

orthern Indiana

事
件
判
決

（
一
九
九
六
）
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
次
の
四
つ
の
判
断
要
素
を
考
慮
し
つ
つ
、
オ
ラ
ン
ダ
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
は
、
米
国
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
か
ら
支

払
わ
れ
た
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
受
益
者
で
あ
る
と
認
定
し
た
。
ま
ず
第
一
に
、
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
支
払
い
が
関
連
当
事
者
間
で
行
わ
れ

て
い
る
か
、
第
二
に
、
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
支
払
い
の
条
件
と
タ
イ
ミ
ン
グ
の
両
方
が
一
致
（both in term

s and tim
ing

）
し
て
い

る
か
、
第
三
に
仲
介
者
が
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
支
払
い
に
よ
っ
て
ス
プ
レ
ッ
ド
（
利
益
）
を
得
て
い
る
か
、
第
四
に
仲
介
者
の
実
質
的

な
事
業
活
動
（substantive business activity

）
が
源
泉
税
の
免
除
を
認
め
る
の
に
十
分
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

　

裁
判
所
は
こ
れ
ら
の
要
素
を
受
益
者
認
定
の
前
提
と
し
て
「
前
掲A

iken

事
件
判
決
お
よ
びN

orthern Indiana

事
件
判
決
は

導
管
概
念
に
関
す
る
事
例
と
し
て
本
件
を
解
釈
す
る
う
え
で
指
針
と
な
る
。
若
干
の
相
違
が
あ
る
も
の
の
フ
ロ
ー
・
ス
ル
ー
（flow

-

through

）
は
実
質
的
に
は
導
管
を
意
味
し
て
い
る
。
一
方
の
締
約
国
に
お
け
る
所
得
の
支
払
者
か
ら
、
他
方
の
締
約
国
の
受
領
者

に
米
国
内
の
源
泉
所
得
が
そ
の
ま
ま
移
転
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
」（

（5
（

と
摘
示
し
た
。
つ
ま
り
こ
の
事
件
に
お
い
て
裁
判
所
は
、

「
オ
ラ
ン
ダ
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
が
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
よ
り
バ
ミ
ュ
ー
ダ
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
に
支
払
っ
た
本
件
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
が
、
オ
ラ
ン
ダ
Ｓ
Ｄ

Ｉ
社
が
サ
ブ
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
よ
り
米
国
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
か
ら
支
払
わ
れ
た
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
一
部
と
し
て
米
国
内
の
源
泉
所
得
の
性
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質
を
保
持
し
て
い
る
か
ど
う
か
」
が
よ
り
重
要
で
あ
る
と
し
た
（at 1（1

）。
こ
の
点
に
つ
き
租
税
裁
判
所
は
、
オ
ラ
ン
ダ
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社

に
お
け
る
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
と
サ
ブ
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
の
そ
れ
ぞ
れ
の
取
引
の
実
質
的
な
内
容
を
重
視
し
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た

の
で
あ
る
。「
こ
れ
ら
二
つ
の
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
は
別
個
の
独
立
し
た
条
件
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
は
ラ
イ

セ
ン
シ
ー
と
ラ
イ
セ
ン
サ
ー
と
い
う
二
つ
の
独
立
し
た
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（had an independent role

）。
オ
ラ
ン
ダ

Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
が
米
国
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
か
ら
受
領
し
た
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
金
額
は
、
オ
ラ
ン
ダ
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
の
サ
ブ
ラ
イ
セ
ン
ス
事
業
に
見
合
っ

た
利
益
（
ス
プ
レ
ッ
ド
）
で
あ
り
、
実
際
、
オ
ラ
ン
ダ
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
は
五
％
か
ら
六
％
の
利
益
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
件
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
は
米
国
内
の
源
泉
所
得
か
ら
受
け
取
っ
た
所
得
の
性
質
を
保
持
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
」（at 1（（

）（
（5
（

。

　

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
裁
判
所
は
、「
オ
ラ
ン
ダ
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
は
そ
の
受
領
し
た
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を
バ
ミ
ュ
ー
ダ
Ｓ
Ｄ
Ｉ
社
に
転

送
す
る
義
務
を
負
う
導
管
で
は
な
く
、
米
蘭
租
税
条
約
第
九
条
に
お
け
る
真
の
受
益
者
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。
こ
の
判
決
で
示
さ

れ
た
四
つ
の
判
断
要
素
は
、
受
益
者
で
あ
る
か
を
認
定
す
る
に
あ
た
り
実
質
的
な
基
準
と
し
て
適
切
な
指
標
で
あ
る
と
思
わ
れ
る（

（5
（

。

2　

Velcro C
anada

事
件
判
決
（
二
〇
一
二
年
二
月
二
四
日
）

（
1
）
事
件
の
概
要
と
争
点

　

次
に
、
受
益
者
の
認
定
を
め
ぐ
り
法
的
基
準
に
よ
る
解
釈
が
示
さ
れ
た
二
〇
一
二
年
の
カ
ナ
ダ
の
ベ
ル
ク
ロ
事
件
判
決
を
検
討
す

る
。
こ
の
事
件
は
、
グ
ル
ー
プ
法
人
が
知
的
財
産
権
の
所
有
権
を
保
持
し
た
ま
ま
、
そ
の
権
利
に
付
随
す
る
収
益
（
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
）

を
受
け
取
る
権
利
の
み
を
関
連
会
社
に
譲
渡
し
た
事
例
で
あ
る（

（6
（

。
事
案
を
略
述
す
る
と（

（6
（

、
自
動
車
産
業
向
け
フ
ァ
ス
ナ
ー
製
品
の
知

的
財
産
権
を
所
有
す
る
オ
ラ
ン
ダ
親
会
社
は
、
一
九
八
七
年
に
自
動
車
向
け
フ
ァ
ス
ナ
ー
製
品
の
製
造
に
関
す
る
権
利
の
使
用
許
諾

に
つ
い
て
カ
ナ
ダ
子
会
社
と
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
を
締
結
し
〔para. 2‌

〕、
そ
の
対
価
と
し
て
カ
ナ
ダ
子
会
社
か
ら
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を

受
領
し
た
。
カ
ナ
ダ
の
国
内
法
で
は
、
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
支
払
い
は
通
常
二
五
％
の
源
泉
税
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
カ
ナ
ダ
・
オ
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ラ
ン
ダ
間
の
加
蘭
租
税
条
約
第
一
二
条
二
項
で
は
源
泉
税
が
一
〇
％
に
軽
減
さ
れ
て
い
た（

（6
（

。

　

一
九
九
五
年
に
、
オ
ラ
ン
ダ
親
会
社
は
、
オ
ラ
ン
ダ
領
ア
ン
テ
ィ
ル
諸
島
に
本
拠
地
を
移
転
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
知
的
財
産
権

の
所
有
権
を
保
持
し
た
ま
ま
（m

aintaining ow
nership of the intellectual property

）、
カ
ナ
ダ
子
会
社
か
ら
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を

受
領
す
る
権
利
の
み
を
オ
ラ
ン
ダ
子
会
社
に
譲
渡
し
た
。
当
該
譲
渡
契
約
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
子
会
社
は
、
カ
ナ
ダ
子
会
社
か
ら
受
領

し
た
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
（
本
件
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
）
の
九
〇
％
を
三
〇
日
以
内
に
オ
ラ
ン
ダ
親
会
社
に
支
払
う
義
務
を
負
う
と
さ
れ
て
い

た
〔para.31

〕。
そ
こ
で
、
オ
ラ
ン
ダ
子
会
社
は
、
本
件
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
源
泉
税
は
加
蘭
租
税
条
約
第
一
二
条
二
項
に
基
づ
き
一

〇
％
に
軽
減
さ
れ
る
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
カ
ナ
ダ
歳
入
庁
（Canada Revenue A

gency; CRA

）
は
、
オ
ラ
ン
ダ
子
会
社
は
オ

ラ
ン
ダ
親
会
社
の
名
目
的
な
代
理
人
ま
た
は
仲
介
者
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
受
益
者
に
は
当
た
ら
な
い
の
で
あ
り
、
本
件
ロ
イ

ヤ
ル
テ
ィ
の
受
益
者
は
オ
ラ
ン
ダ
親
会
社
で
あ
る
と
し
て
、
源
泉
税
の
軽
減
措
置
が
適
用
さ
れ
な
い
と
主
張
し
た
。
な
お
カ
ナ
ダ
は
、

オ
ラ
ン
ダ
領
ア
ン
テ
ィ
ル
諸
島
と
は
租
税
条
約
を
締
結
し
て
い
な
か
っ
た
。

（
2
）
判
旨
と
検
討

　

租
税
裁
判
所
の
ロ
シ
タ
ー
副
裁
判
長
（A

ssociate Chief Justice Rossiter

）
は
、
法
的
基
準
を
重
視
し
、
結
論
と
し
て
オ
ラ
ン

ダ
子
会
社
は
、
オ
ラ
ン
ダ
親
会
社
の
名
目
的
な
代
理
人
、
名
義
人
、
導
管
で
は
な
く
受
益
者
に
当
た
る
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

重
要
な
の
は
、
こ
の
判
決
で
は
受
益
者
の
認
定
に
あ
た
り
、
受
領
し
た
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
に
関
す
る
所
有
権
の
属
性
を
重
視
し
、
よ

り
具
体
的
に
は
所
有
、
使
用
、
リ
ス
ク
、
支
配
（possession, use, risk, and control

）
と
い
う
要
素
に
着
目
し
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
上
で
裁
判
所
は
、
カ
ナ
ダ
のPrévost Car

事
件
判
決
（
二
〇
〇
九
）（

（6
（

に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
次
の
判
断
基
準
を
用
い
て（

（6
（

、
オ

ラ
ン
ダ
子
会
社
が
受
益
者
で
あ
る
か
否
か
を
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
の
で
あ
る（

（6
（

。
す
な
わ
ち
「
①
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
振
込
先
口
座
が

オ
ラ
ン
ダ
子
会
社
の
専
用
口
座
で
あ
っ
た
こ
と
、
②
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
に
は
、
利
子
が
付
い
た
後
、
異
な
る
通
貨
に
換
金
さ
れ
為
替
リ
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ス
ク
が
生
じ
て
い
た
こ
と
、
③
オ
ラ
ン
ダ
親
会
社
へ
の
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
支
払
い
は
、
本
件
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
と
他
の
資
金
と
合
算
さ

れ
た
口
座
か
ら
支
払
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
④
オ
ラ
ン
ダ
子
会
社
は
譲
渡
契
約
の
す
べ
て
の
段
階
に
お
い
て
、
オ
ラ
ン
ダ
親
会
社
か
ら

何
ら
の
指
示
も
受
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
⑤
オ
ラ
ン
ダ
子
会
社
は
、
受
領
し
た
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
九
〇
％
を
オ
ラ
ン
ダ
親
会
社
に

送
金
す
る
一
方
で
、
残
り
の
一
〇
％
を
自
ら
の
裁
量
権
（sole discretion

）
に
よ
っ
て
自
由
に
使
用
、
享
受
、
支
配
・
管
理
し
て
い

た
の
で
あ
る
」（

（6
（

。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
判
決
で
は
、
受
益
者
の
認
定
に
あ
た
り
オ
ラ
ン
ダ
子
会
社
が
そ
の
受
領
し
た
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を
転
送
す

る
義
務
を
負
っ
て
い
た
か
ど
う
か
を
法
的
基
準
に
よ
っ
て
審
査
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
裁
判
所
は
、
オ
ラ
ン

ダ
子
会
社
が
負
っ
て
い
た
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を
転
送
す
る
義
務
が
法
的
ま
た
は
契
約
上
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
資
金
（
ロ
イ
ヤ
ル

テ
ィ
）
の
受
領
と
支
払
い
の
流
れ
に
従
っ
て
行
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
重
視
し
、
オ
ラ
ン

ダ
子
会
社
を
受
益
者
と
し
て
判
断
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

（6
（

。

Ⅵ　

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
、
受
益
者
要
件
は
、
租
税
回
避
を
防
止
す
る
と
い
う
役
割
に
加
え
て
、
所
得
の
帰
属
ル
ー
ル
に
基

づ
く
課
税
権
の
配
分
ル
ー
ル
と
し
て
特
に
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ

デ
ル
租
税
条
約
第
一
二
条
一
項
は
、
第
一
〇
条
二
項
お
よ
び
第
一
一
条
二
項
と
は
条
文
構
造
の
差
異
が
存
在
す
る
も
の
の
、
そ
れ
自

体
は
受
益
者
要
件
を
別
異
に
解
す
べ
き
理
由
と
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
受
領
者
が
第
一
二
条
一
項
の
受
益
者

要
件
を
満
た
さ
な
い
帰
結
と
し
て
、
源
泉
地
国
に
お
い
て
源
泉
税
が
制
限
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
、
二
重
課
税
が
排
除

さ
れ
な
い
場
合
が
有
り
得
る
と
い
う
問
題
は
、
国
内
法
に
よ
っ
て
調
整
が
な
さ
れ
る
べ
き
措
置
で
あ
り
、
前
述
の
所
得
の
帰
属
ル
ー
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ル
と
し
て
の
受
益
者
要
件
の
機
能
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
一
二
条
一
項
は
、
第
一
〇
条
二
項
及
び
第
一

一
条
二
項
と
同
様
に
、
統
一
的
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
にV

elclo

事
件
判
決
（
二
〇
一
二
）
は
、
法
的

基
準
に
照
ら
し
て
関
連
会
社
に
お
け
る
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
受
領
と
そ
の
支
払
い
の
相
互
依
存
関
係
を
審
査
し
た
上
、
関
連
会
社
は
受

益
者
で
あ
る
と
い
う
判
断
を
示
し
た
が
、SD

I N
etherlands

事
件
判
決
（
一
九
九
六
）
は
実
質
主
義
の
観
点
か
ら
受
益
者
を
認
定

し
た
の
で
あ
る
。
最
近
の
司
法
判
断
は
、
実
質
主
義
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
事
実
認
定
が
な
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

受
益
者
要
件
は
、
二
〇
一
七
年
に
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
背
景
と
し
て
締
結
さ
れ
た
多
数
国
間
文
書
（
Ｍ
Ｌ
Ｉ
）
第
八
条
一

項
（D

ividend T
ransfer T

ransactions

）
に
導
入
さ
れ（

（6
（

、
さ
ら
に
同
年
の
国
連
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
一
二
条
Ｂ
で
も
自
動
化
さ
れ

た
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
か
ら
の
所
得
（Incom

e from
 A

utom
ated D

igital Services

）
と
い
う
見
出
し
の
も
と
で
受
益
者
要
件
が
採

択
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る（

（6
（

。
そ
の
意
味
で
、
受
益
者
要
件
は
今
後
も
、
租
税
条
約
の
目
的
で
あ
る
二
重
課
税
の
防
止
と
脱

税
の
防
止
と
い
う
趣
旨
に
鑑
み
課
税
権
の
配
分
ル
ー
ル
と
し
て
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
1
）　

租
税
条
約
に
つ
い
て
は
、
金
子
宏
「
租
税
条
約
と
国
内
税
法
と
の
関
係
」『
租
税
法
理
論
の
形
成
と
解
明
（
下
）』（
有
斐
閣
、
二
〇

一
〇
）
一
二
七
頁
、
水
野
忠
恒
『
大
系
租
税
法
』
中
央
経
済
社
（
二
〇
一
八
）
六
八
〇
頁
、
谷
口
勢
津
夫
『
租
税
条
約
論
』
清
文
社
（
一

九
九
九
）
八
頁
、
増
井
良
啓
「
憲
法
と
租
税
条
約
」
日
税
研
論
集
七
七
号
三
三
三
頁
、
等
が
あ
る
。
ま
た
水
野
忠
恒
監
訳
『
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ

デ
ル
租
税
条
約
（
所
得
と
財
産
に
対
す
る
モ
デ
ル
租
税
条
約
）
二
〇
一
七
年
版
』
日
本
租
税
研
究
協
会
参
照
。
租
税
条
約
の
特
典
を
受
け

る
権
利
を
も
た
な
い
者
が
条
約
の
特
典
を
不
適
切
に
利
用
す
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
（treaty shopping;

条
約
漁
り
）
が
仕
組
ま
れ
る
条
件
と
は
、
条
約
締
約
国
の
「
仲
介
者
が
免
税
事
業
者
で
あ
る
場
合
、
対
象
と
な
る
所
得
が
非
課
税
の
場
合
、

税
率
が
き
わ
め
て
低
い
場
合
、
税
源
浸
食
（erode the tax base

）
と
な
る
控
除
が
あ
る
場
合
、
所
得
を
相
殺
（offset

）
す
る
こ
と
が

可
能
な
損
失
控
除
や
基
礎
控
除
（personal allow

ances

）、
税
額
控
除
が
あ
る
場
合
な
ど
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
受
領
し
た
所
得
に
つ
き
、
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居
住
地
国
に
お
い
て
納
税
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
場
合
ま
た
は
課
税
対
象
で
な
い
場
合
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
（A

ngelika M
eindl-

Ringler, Beneficial ow
nership in international tax law

, K
luw

er Law
 International,

（201（

）at 1（‌

）。

（
2
）　

租
税
条
約
に
お
け
る
受
益
者
の
研
究
と
し
て
、
川
端
康
之
「
租
税
条
約
に
お
け
るbeneficial ow

ner

の
意
義
と
機
能
」『
金
子
宏

先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』（
二
〇
〇
〇
）
三
五
九
―
三
九
二
頁
、
今
村
隆
「
租
税
条
約
に
お
け
るbeneficial ow

ner

の
定
義
と
そ
の
範

囲
」（
村
井
正
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
『
租
税
法
の
複
合
法
的
構
成
』（
二
〇
一
二
）
三
四
三
―
三
六
四
頁
、K

oichiro Y
oshim

ura, 
“Clarifying the M

eaning of ‘Beneficial O
w

ner’ in T
ax T

reaties,” T
a
x N

o
t
es In

t’l （（9, N
ovem

ber 25, 2013,

拙
稿
「
租

税
条
約
に
お
け
る
所
得
の
人
的
帰
属
と
受
益
者
要
件
―
二
〇
一
九
年
イ
タ
リ
ア
最
高
裁
日
本
年
金
基
金
事
件
判
決
（IT

: Corte di 
Cassazione, 30 ‌ Sept. 2019, D

ecision N
o. 2428（

）
を
検
討
し
て
―
」（『
水
野
忠
恒
先
生
古
稀
記
念
論
文
集　

公
法
と
会
計
の
制
度

と
理
論
』）（
中
央
経
済
社
、
二
〇
二
三
）
三
―
二
六
頁
。

（
3
）　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
一
〇
条
（
配
当
）
の
条
文
構
造
に
つ
い
て
は
本
稿
第
Ⅱ
章
3
を
参
照
。

（
4
）　

こ
の
点
に
つ
き
一
九
七
七
年
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
一
二
条
一
項
で
は
、「
一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
発
生
し
、
他
方
の

締
約
国
の
居
住
者
に
支
払
わ
れ
る
（paid to

）
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
は
、
当
該
居
住
者
が
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
受
益
者
（beneficial ow

ner

）

で
あ
る
場
合
に
限
り
、
当
該
一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
課
税
さ
れ
る
」
と
定
め
、「
受
益
者
」
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
に

つ
い
て
は
注
意
を
要
す
る
（See M

odel D
ouble T

axation Convention on Incom
e and on Capital Report of the O

ECD
 

Com
m

ittee on Fiscal A
ffairs, 19（（, 31-33
）。

（
5
）　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
一
二
条
一
項
で
は
、
受
益
者
の
居
住
地
国
に
お
い
て
排
他
的
な
課
税
権
を
有
す
る
こ
と
が
定
め
ら 

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
し
て
、「
居
住
地
国
で
は
無
形
資
産
を
開
発
す
る
た
め
の
費
用
控
除
が
認
め
ら
れ
る
一
方 

で
、
無
形
資
産
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
に
つ
い
て
は
居
住
地
国
で
課
税
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
と
さ
れ
る
（Florian N

avisotschnigg, Substance in international tax law
: D

EM
PE approach, substantial activity 

requirem
ent and beneficial ow

nership

（2022

）at 10, footnote （1�

）。

（
（
）　

一
九
七
七
年
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
の
改
正
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、D

ietm
ar Gosch, N

adia A
ltenburg, Beneficial 

O
w

nership and T
ax T

reaties, T
he O

xford H
andbook of International T

ax Law

（Florian H
aase, Georg K

ofler 

（eds.

）, 2023, 3（5-3（（, See also John F. A
very Jones, T

he Bneficial O
w

nership Concept W
as N

ever N
ecessary in 
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the M
odel, M

ichael Lang, Beneficial O
w

nership: Recent T
rends ch. 20, at 333.

受
益
者
要
件
の
導
入
以
前
に
英
国
政
府
は
、

課
税
対
象
条
項
（subject-to-tax

）
と
受
益
者
要
件
の
い
ず
れ
か
を
採
用
す
べ
き
こ
と
を
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
勧
告
し
て
い
る
が
、
前
者
は
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
の
方
針
と
一
般
的
な
経
済
性
（sprit and general econom

y

）
に
合
致
し
な
い
と
し
て
却
下
さ
れ
、
最
終

的
に
受
益
者
要
件
が
導
入
さ
れ
た
と
し
て
い
る
（Ringler, supra note 1, at 1（�

（201（

））。See also Gosch &
 A

ltenburg, op. 
cit., at 13, A

very Jones, op. cit., at 333, K
ees van Raad, T

he Beneficial O
w

nership Requirem
ent after T

he 201 4 
U

pdate to the O
ECD

 Com
m

entary on A
rticles 10, 11� and 12, 343-354.

（
（
）　M

odel D
ouble T

axation Convention on Incom
e and on Capital Report of the O

ECD
 Com

m
ittee on Fiscal 

A
ffairs, 19（（, 31-33, K

laus V
ogel on double taxation conventions, 4th, eds., Ekkehart Reim

er, A
lexander Rust; 

authors, Johannes Becker
（et al.

）, c2015, Pre A
rts 10, 12, Gosch &

 A
ltenburg, supra note （, 3（3-390.

（
8
）　See O

ECD
 Com

m
entary 2003, A

rticle 10, para. 12, A
rticle 11, para. 9, and A

rticle 12, para. 4. K
oichiro 

Y
oshim

ura, supra note 2, at 25,
吉
村
浩
一
郎
「
租
税
条
約
の
「
濫
用
」
と
対
策
―
条
約
漁
り
を
め
ぐ
る
近
時
の
状
況
の
整
理
―
」

（
中
里
実
編
『
現
代
租
税
法
講
座
第
四
巻
国
際
課
税
』
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
七
）
九
九
頁
で
は
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
報
告
書
二
四
頁
（
パ
ラ
グ

ラ
フ
五
）
に
基
づ
き
「
居
住
者
が
条
約
特
典
を
享
受
す
る
た
め
に
は
受
益
者
要
件
と
Ｌ
Ｏ
Ｂ
条
項
の
両
方
を
充
足
す
る
必
要
が
あ
る
」
と

さ
れ
る
。See also Gosch &

 A
ltenburg, supra note （, at 3（5.

（
9
）　O

ECD
 Com

m
entary 2003, A

rticle 10, para. 12.1; A
rticle 11, para. 10; and A

rticle 12, para. 4.1, T
he O

ECD
 

Conduit Com
panies Report （198（

）, para. 14�（b
）.

（
10
）　

各
国
に
お
け
る
受
益
者
要
件
の
動
向
と
課
題
に
つ
い
て
は
、D

avid G. D
uff, Beneficial O

w
nership: Recent T

rends in the 
M

odel, in: M
ichael Lang, et al. 

（eds.

） Beneficial ow
nership: Recent T

rends

（2013

）IBFD
, ch 1, at 13, See also 

Saurabh Jain and John Prebble Brian J. A
rnold, T

he Sw
iss Sw

ap Case Revisited, T
he Concept of Beneficial 

O
w

nership under Canadian T
ax T

reaties, at 39, Blazej K
uźniacki, Beneficial O

w
nership in International T

axation, 
Edw

ard Elgar Publishing Lim
ited, 

（2022

）at 340, K
oichiro Y

oshim
ura, supra note 2, at （（3

で
は
、
二
〇
〇
三
年
コ
メ

ン
タ
リ
ー
は
導
管
会
社
の
例
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
も
の
の
「
考
慮
す
べ
き
対
象
と
目
的
が
明
確
で
な
い
た
め
、
受
益
者
の
正
確
な
定
義
は

不
確
実
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。See Gosch &

 A
ltenburg, supra note （, at 3（（.



294

法学研究 98 巻 1 号（2025：1）

（
11
）　

受
益
者
要
件
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、Ringler, supra note 1, 321-33（

に
大
き
く
依
拠
し
て
い
る
。See also D

uff, supra note 
10, at 3（, Brian J. A

rnold, “T
he Concept of Beneficial O

w
nership under Canadian T

ax T
reaties”, in: M

ichael Lang, 
et al. 

（eds.

） Beneficial O
w

nership: Recent T
rends 

（2013

） IBFD
, Ch 3. at 48, K

uźniacki, supra note 10, 285-28（. 
Philip Baker, T

he M
eaning of ‘Beneficial　

O
w

nership’ as A
pplied to D

ividends under the O
ECD

 M
odel T

ax 
Convention, Guglillm

o M
aisto （ed.

）, T
axation of Intercom

pany D
ividends under T

ax T
reaties and EU

 Law
 （2012

）

at 8（.

（
12
）　Joanna W

heeler, T
he M

issing K
eystone of Incom

e T
ax T

reaties, W
orld T

ax Journal, 2011, V
ol. 3, N

o. 2, at （4.

（
13
）　

た
と
え
ば
所
得
の
受
益
者
に
関
す
る
情
報
が
確
保
さ
れ
た
事
例
と
し
てPrévost Car

事
件
判
決
（
二
〇
〇
九
）
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の

持
株
会
社
（Prévost H

olding B.V
.

）
が
配
当
の
受
益
者
に
当
た
ら
な
い
と
認
定
し
た
上
で
、
そ
の
配
当
の
転
送
先
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ

の
持
株
会
社
の
株
主
で
あ
るV

olvo

社
お
よ
びH

enlys

社
が
真
の
受
益
者
で
あ
る
と
認
定
し
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
連
邦
最
高
裁

Sw
iss Sw

ap

事
件
判
決
（
二
〇
一
五
）
で
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
銀
行
は
配
当
の
受
益
者
に
当
た
ら
な
い
と
認
定
し
た
が
、
デ
ン
マ
ー
ク
銀

行
が
そ
の
転
送
先
で
あ
る
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
情
報
を
秘
匿
し
た
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
真
の
受
益
者
が
認
定
さ
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
（A

uszug aus dem
 U

rteil der II. öffentlich-rechtlichen A
bteilung i.S. Eidgenössische Steuerverw

altung 
gegen X

. Bank und vice versa 2C_3（ 4/2012 / 2C_3（（/2012 vom
 5. M

ai 2015

）。
な
お
、
両
判
決
の
検
討
と
し
て
、
拙
稿

「
租
税
条
約
上
の
受
益
者
条
項
の
意
義
と
そ
の
適
用
範
囲
（
Ｌ
Ｏ
Ｂ
条
項
と
の
関
連
を
含
め
て
）
―Prevost Car

社
事
件
判
決
と
ス
イ

ス
のSw

iss Sw
ap

事
件
判
決
を
検
討
し
て
―
」
国
際
取
引
法
学
会
誌
第
六
号
二
〇
二
一
、
六
三
―
八
七
頁
。

（
14
）　

受
益
者
要
件
の
条
文
構
造
に
関
し
て
は
、
多
く
をRingler, supra note 1, 15-18

に
依
拠
し
て
い
る
。

（
15
）　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
一
〇
条
二
項
、
第
一
一
条
二
項
、
第
一
二
条
一
項
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、V

ogel, supra note （, 
（2（-（3 4.

（
1（
）　

わ
が
国
の
国
内
法
で
は
、
使
用
料
に
関
し
て
使
用
地
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
が
（
所
法
第
一
六
一
条
七
号
、
法
税
第
一
三
八
条
七

号
）、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
で
は
、
債
務
者
主
義
が
採
ら
れ
て
い
る
。
な
お
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
一
二
条
に
規
定
す
る

「
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
と
は
、
映
画
フ
ィ
ル
ム
を
含
む
文
学
的
、
美
術
的
も
し
く
は
科
学
的
著
作
物
の
著
作
権
、
特
許
、
商
標
…
…
の
使
用
、

も
し
く
は
使
用
の
権
利
の
対
価
と
し
て
受
け
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
支
払
い
を
い
う
」
と
さ
れ
る
（
第
一
二
条
二
項
）。
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（
1（
）　Ringler, supra note 1‌ at 18.

（
18
）　Baker, supra note 11, at 8（.

（
19
）　

二
〇
一
四
年
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
改
定
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
義
務
に
つ
き
「
契
約
や
形
式
上
の
法
的

義
務
は
必
ず
し
も
事
実
を
反
映
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
た
め
、
事
実
と
状
況
の
テ
ス
ト
（facts and circum

stances test

）
が
重
要

で
あ
る
」
と
さ
れ
た
（Ringler, supra note 1, at （2�

）。

（
20
）　

な
お
、
導
管
法
人
に
お
け
る
転
送
義
務
の
問
題
が
問
わ
れ
た
裁
判
例
の
検
討
と
し
て
、Saurabh Jain and John Prebble Brian 

J. A
rnold , T

he Sw
iss Sw

ap Case Revisited, T
he Concept of Beneficial O

w
nership under Canadian T

ax T
reaties, 

at 39, Blazej, Beneficial O
w

nership in International T
axation, Edw

ard Elgar Publishing Lim
ited, 

（2022

）, O
ktavia 

W
eidm

ann, Beneficial O
w

nership and D
erivatives: A

n A
nalysis of the D

ecision of the Sw
iss Federal Suprem

e 
Court Concerning T

otal Return Sw
aps 

（Sw
iss Sw

aps Case

）, Inter T
ax, V

ol. 44, 8� &
 9�

（201（

）K
luw

er Law
 

International BV
, （30-（3（.

（
21
）　

受
益
者
要
件
の
解
釈
お
よ
び
機
能
に
つ
い
て
批
判
的
に
分
析
す
る
も
の
と
し
て
、D

anon, Clarification of the M
eaning of 

Beneficial O
w

ner in the O
ECD

 M
odel T

ax Convention-Com
m

ent on the A
pril 2011 D

iscussion D
raft, K

uźniacki, 
supra note 10, 341-342.

（
22
）　Council D

irective 2003/49/EC of 3‌ June 2003.

（
23
）　Id.

（
24
）　A

rticle1, Scope and procedure, Council D
irective 2003/49/EC of 3‌ June 2003.

（
25
）　Gosch &

 A
ltenburg, supra note （, 3（8-3（9,

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
受
益
者
要
件
の
検
討
と
し
て
、Pablo A

 H
ernadez Gozalez 

Barreda, H
art, Publishing, Bloom

sbury plc K
em

p H
ouse, 2（8-2（9.

（
2（
）　A

rticle 1‌（4‌

）Scope and procedure, Council D
irective 2003/49/EC of 3‌ June 2003, 

（
2（
）　

指
令
で
は
、
加
盟
国
以
外
の
第
三
国
か
ら
所
得
を
受
領
す
る
Ｐ
Ｅ
は
、
原
則
と
し
て
租
税
条
約
が
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
い
る

（Barreda, supra note 25, 2（2-2（3

）。

（
28
）　Id., at 2（3.
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（
29
）　Council D

irective 20031491EC of 3‌ June 2003 on a com
m

on system
 of taxation applicable to interest and 

royalty paym
ents m

ade betw
een associated com

panies of different M
em

ber States, at 49, Barreda, supra note 25, 
2（0-2（3, See also Juan Lopez Rodriguez and Georg K

ofler, Beneficial O
w

nership and EU
 Law

 in: M
ichael Lang, et 

al.
（eds.

） Beneficial ow
nership: Recent T

rends, IBFD
, Ch 1（, 2013, at 215.

（
30
）　D

uff, supra note 10‌ at 1（.

（
31
）　A

iken Industries, Inc. v. C.I.R., 5（� T
.C. 925

（U
.S.T

.C. 19（1

）.

（
32
）　5（‌ T

.C. 925

（19（3

）92（-931.

（
33
）　5（‌ T

.C. 925
（19（3

）at 933.

な
お
、A

iken

事
件
の
判
決
に
お
け
る
裁
判
所
の
判
断
に
関
し
、Saurabh Jain, Effectiveness 

of the Beneficial ow
nership T

est in conduit com
pany cases （2013

）, at 38�

で
は
「
本
件
の
判
断
は
経
済
的
な
事
実
分
析
を
反

映
し
た
も
の
で
あ
り
、
法
人
が
法
人
格
を
有
す
る
の
み
で
は
、
当
該
法
人
が
当
該
所
得
の
実
質
的
な
所
有
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
は
限
ら

な
い
」
と
い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

（
34
）　A

iken

事
件
判
決
に
つ
い
てBlazes K

uźniacki

教
授
は
、「
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
お
け
る
受
益
者
要
件
の
解
釈
を
効
果
的
に
移
植
し
た
事

例
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
」
と
評
価
し
て
い
る
（K

uźniacki, supra note 10, 243-244

）。

（
35
）　

こ
の
判
決
に
つ
い
て
、
米
国
のY

ariv Brauner

教
授
は
、
Ｍ
Ｐ
Ｉ
社
とIndustrias

社
と
の
間
の
貸
付
金
の
金
利
がIndustrias

社
と
Ｅ
Ｃ
Ｌ
社
と
の
間
の
金
利
よ
り
も
高
く
、
そ
れ
に
よ
っ
てIndustrias

社
が
僅
か
で
も
利
益
を
上
げ
た
場
合
に
お
い
て
、

Industrias

社
が
本
件
利
子
を
「
受
領
さ
れ
た
（received by

）」
も
の
と
し
て
認
定
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
利
子
に
関
す
る
取
引
が
関
連

当
事
者
以
外
の
者
と
の
間
で
行
わ
れ
た
場
合
、
本
件
と
異
な
る
結
論
に
至
る
の
か
に
関
し
疑
問
を
呈
し
て
い
る
（Brauner, Y

ariv, 
“Beneficial O

w
nership in and outside U

S T
ax T

reaties” in: Lang, M
ichael, et al. 

（eds.

）, Beneficial O
w

nership: 
Recent T

rends （2013

） IBFD
, at 148.

）。

（
3（
）　5（� T

.C. 925

（19（3

）at 935.

な
お
本
判
決
に
お
け
る
「
受
領
さ
れ
た
」
と
い
う
用
語
の
意
義
の
検
討
と
し
て
、D

uff, supra 
note 10, at 22. See also Ringler, supra note 1, at 200.

（
3（
）　O

cean T
om

o, A
nnual Study of Intangible A

sset M
arket V

alue 

（available at https://oceantom
o.com

/m
edia-

center-item
/annual-study-of-intangible-asset-m

arket-value-from
-ocean-tom

o-llc/

）.
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（
38
）　N

avisotschnigg, supra note 5, at 4.
（
39
）　Id., at 5.

（
40
）　

わ
が
国
に
お
け
る
知
的
財
産
権
の
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
の
検
討
と
し
て
、
松
下
淳
一
「
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
と
破
産
法
」（
山
本
克
己
・

山
本
和
彦
・
瀬
戸
英
雄
編
『
新
破
産
法
の
理
論
と
実
務
』
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
〇
八
）、
波
田
野
晴
朗
・
石
川
仙
太
郎
「
産
業
活
力

再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
お
け
る
特
定
通
常
実
施
権
登
録
制
度
に
つ
い
て
」
Ｎ
Ｂ
ＬN

o. 8（0

（
二
〇
〇
七
）

一
八
頁
。

（
41
）　

Ｉ
Ｐ
カ
ン
パ
ニ
ー
に
お
け
る
知
的
財
産
権
の
使
用
許
諾
の
取
引
を
め
ぐ
る
問
題
の
検
討
と
し
て
、N

avisotschnigg, supra note 
5, at 10.

ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
の
当
事
者
双
方
が
そ
れ
ぞ
れ
所
有
す
る
知
的
財
産
権
に
つ
き
相
互
に
通
常
実
施
権
を
許
諾
す
る
形
態
は
、
ク

ロ
ス
・
ラ
イ
セ
ン
ス
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
実
際
に
複
数
の
特
許
等
を
対
象
と
す
る
包
括
的
な
ク
ロ
ス
・
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
が
締
結
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
と
さ
れ
る
（
三
村
量
一
「
特
許
実
施
許
諾
契
約
」
椙
山
敬
士
編
『
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
大
系
Ⅰ
・
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
』（
日
本
評

論
社
、
二
〇
〇
七
）。

（
42
）　N

avisotschnigg, supra note 5, at 141.

（
43
）　Ibid., 14（-14（.

（
44
）　Ibid., at 11.

（
45
）　

日
米
租
税
条
約
第
一
二
条
一
項
で
は
「
一
方
の
締
約
国
内
に
お
い
て
生
じ
、
他
方
の
締
約
国
に
お
け
る
居
住
者
が
受
益
者
と
し
て
受

領
す
る
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
は
、
当
該
他
方
の
締
約
国
に
お
い
て
の
み
租
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
旨
を
規
定
し
て
い
る
。

（
4（
）　

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
行
動
計
画
で
は
、
一
部
の
多
国
籍
企
業
に
お
け
る
租
税
回
避
ス
キ
ー
ム
の
三
つ
の
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち

二
つ
の
ケ
ー
ス
は
、
無
形
資
産
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
（O

ECD
, A

ction Plan on Base Erosion and Profit Shitting

（2013

）（3ff footnote 2（, at 4�

）。

（
4（
）　

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
行
動
計
画
に
つ
い
て
は
、
以
下
Ｕ
Ｒ
Ｌ
の
財
務
省
資
料
を
参
照
。https://w

w
w

.m
of.go.jp/tax_policy/sum

m
ary/

international/tax_convention/m
li.htm

.

（
48
）　

こ
の
三
つ
の
方
針
の
う
ち
「
①
実
質
性
」
と
は
、
価
値
が
創
造
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
租
税
を
支
払
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
②
「
予
見
可

能
性
（coherence

）」
と
は
、
企
業
の
不
確
実
性
を
排
除
す
る
こ
と
、
③
各
国
政
府
が
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
活
動
に
関
す
る
「
透
明
性
」
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の
向
上
を
図
る
こ
と
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
な
お
透
明
性
の
確
保
に
関
連
し
て
、
情
報
交
換
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、

漆
さ
き
「
国
際
的
情
報
交
換
に
お
け
る
納
税
者
の
権
利
保
護
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
六
号
（
二
〇
一
八
）
八
三
―
九
〇
頁
。

（
49
）　N

avisotschnigg, supra note 5, at 12.
（
50
）　Id., 13, 151-152.

（
51
）　SD

I N
etherlands B.V

., Petitioner, v. Com
m

issioner of Internal Revenue, Respondent. 10（ T
.C. 1（1

（199（

） 1（1-
1（（, Ringler, supra note 1, at 208.

（
52
）　10（ T

.C. 1（1

（199（

） 1（1-1（（.

（
53
）　

内
国
歳
入
庁
裁
定
（Rev. Rul. 80-3（2, 1980-2 C.B. 208

）
で
は
、「
条
約
締
約
国
以
外
の
第
三
国
の
Ａ
社
が
非
関
連
会
社
の
オ

ラ
ン
ダ
法
人
Ｂ
社
に
対
し
て
そ
の
所
有
す
る
特
許
権
の
使
用
許
諾
権
を
ラ
イ
セ
ン
ス
供
与
し
、
Ｂ
社
は
そ
の
使
用
権
を
関
連
会
社
の
米
国

法
人
Ｃ
社
に
サ
ブ
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
よ
り
供
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
Ｃ
社
か
ら
サ
ブ
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
の
対
価
と
し
て
Ｂ
社
に
対
し
て

ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
が
支
払
わ
れ
た
。
そ
し
て
Ｂ
社
か
ら
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
の
対
価
と
し
て
Ａ
社
に
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
が
支
払
わ
れ
た
事
例
に
つ

き
、
内
国
歳
入
法
典
第
八
六
一
条
⒜
⑷
に
基
づ
き
Ｂ
社
か
ら
Ａ
社
へ
の
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
支
払
い
は
米
国
内
の
源
泉
所
得
で
あ
る
」
と
裁

定
し
た
。
こ
の
取
引
は
、
フ
ロ
ー
・
ス
ル
ー
（flow

-through

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

（
54
）　

内
国
歳
入
法
典
第
八
六
一
条
⒜
⑷
で
は
「
米
国
に
所
在
す
る
財
産
ま
た
は
権
利
か
ら
生
じ
る
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
は
米
国
の
源
泉
所
得
と

し
て
取
扱
う
も
の
と
さ
れ
る
（gross incom

e from
 sourses w

ith U
nited States rentals and royalties

）」。

（
55
）　10（ T

.C. 1（1

（199（

） at 1（1.

（
5（
）　SD

I N
etherlands

事
件
判
決
は
、
内
国
歳
入
庁
が
参
照
し
た
裁
定
（Rev. Rul. 80-3（2

）
に
つ
い
て
、「
い
か
な
る
理
由
も
法
的

根
拠
も
反
映
し
て
い
な
い
」
と
し
て
、
そ
の
裁
定
を
支
持
し
な
か
っ
た
（10（ T

.C. 1（1

（199（

） at 1（3.

）。

（
5（
）　10（ T
.C. 1（1

（199（

） at 1（5. Saurabh Jain

教
授
に
よ
る
と
、SD

I N
etherlands

事
件
判
決
が
示
し
て
い
る
フ
ロ
ー
・
ス
ル

ー
（flow

-through

）
と
い
う
用
語
は
、「
最
終
的
な
受
領
者
へ
の
所
得
の
支
払
い
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
所
得
の
源
泉
に
遡

っ
た
う
え
で
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
所
得
の
発
生
の
根
拠
と
な
る
資
産
を
使
用
す
る
権
利
の
対
価
（consideration

）
と
当
該

所
得
の
支
払
い
と
の
関
連
性
（connection

）、
結
び
つ
き
（link

）
を
追
跡
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
フ
ロ
ー
・
ス
ル
ー
と
い
う
の
は
、

ス
テ
ッ
プ
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ン
の
法
理
（Step T

ransaction D
octrine

）
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
（Jain, supra 
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note 10, Ch. （: T
he Step T

ransaction D
octrine at 1（5

）。
ス
テ
ッ
プ
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ン
法
理
の
検
討
と
し
て
、
吉
村
典
久

「
租
税
法
に
お
け
る
取
引
の
一
体
的
把
握
」
ジ
ュ
リ
一
二
七
一
号
（
二
〇
〇
四
）
一
〇
三
頁
。

（
58
）　SD

I N
etherlands

事
件
判
決
の
批
判
的
な
検
討
と
し
て
、A

lan A
ppel

教
授
は
、
た
と
え
ば
米
国
の
居
住
者
が
「
非
居
住
者
に

ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を
支
払
う
場
合
、
そ
の
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
は
全
て
米
国
内
の
源
泉
所
得
と
し
て
扱
わ
れ
な
い
も
の
と
捉
え
ら
れ
か
ね
な
い
こ

と
か
ら
、
内
国
歳
入
法
典
第
八
六
一
条
⒜
⑷
の
規
定
に
反
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（A

lan A
ppel, International T

ax 
Court Ends T

he Cascading Royalty Problem
, 199（, 8（ ‌ Journal of T

axation 2, at 108

）。

（
59
）　Joanna W

heeler

氏
は
、
租
税
条
約
に
よ
る
特
典
（tax benefit

）
が
享
受
で
き
る
か
ど
う
か
の
判
断
基
準
と
し
て
「
当
該
所
得

に
納
税
義
務
が
生
じ
う
る
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
り
、
納
税
義
務
は
居
住
者
と
い
う
「
者
」
で
は
な
く
、
そ
の
受
領
し
た
特
定
の
所
得
に

注
意
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（Joanna W

heeler, supra note 12, at （4�

）。

（
（0
）　V

elcro Canada v. Q
ueen, 2012 D

T
C 1100; Ringler, supra note 1, at 229.

（
（1
）　2012 T

CC 5（, para. 11-1（.

（
（2
）　

ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
カ
ナ
ダ
・
オ
ラ
ン
ダ
間
の
加
蘭
租
税
条
約
第
一
二
条
で
は
、「
一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
発
生

し
、
他
方
の
締
約
国
の
居
住
者
に
支
払
わ
れ
る
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
は
、
他
方
の
締
約
国
（
居
住
地
国
）
に
お
い
て
課
税
対
象
と
で
き
る
。
た

だ
し
、
そ
の
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
受
領
者
が
受
益
者
で
あ
る
場
合
は
、
課
さ
れ
る
租
税
は
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
総
額
の
一
〇
％
を
超
え
て
は
な

ら
な
い
」（
第
一
二
条
一
項
・
二
項
）
と
さ
れ
る
。

（
（3
）　

カ
ナ
ダ
のPrévost Car

事
件
判
決
（
二
〇
〇
九
）
で
は
、
裁
判
所
は
「
受
益
者
は
、
自
ら
の
使
用
及
び
享
受
の
た
め
に
配
当
を
受

領
し
、
か
つ
自
ら
が
受
け
取
っ
た
配
当
の
リ
ス
ク
と
支
配
を
引
き
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
。
…
…
代
理
人
が
、
第
三
者
の
導
管
と
し
て
自

ら
を
通
じ
て
移
転
す
る
資
金
の
使
用
や
用
途
に
つ
い
て
、
裁
量
権
（sole discretion

）
を
全
く
有
し
て
い
な
い
場
合
や
第
三
者
か
ら
指

示
を
受
け
た
こ
と
以
外
に
権
利
を
も
た
な
い
場
合
は
、
受
益
者
に
当
た
ら
な
い
」
と
判
示
し
た
（Prévost Car Inc. v. R., 2009 CA

F 
5（, para. 100

）。

（
（4
）　2009 CA

F 5（, para. 100.

（
（5
）　2012 T

CC 5（, para. 33.

（
（（
）　V

elcro Canada

事
件
判
決
に
つ
い
てBrian J. A

rnold

教
授
は
、「
オ
ラ
ン
ダ
子
会
社
が
受
領
し
た
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
に
つ
き
オ
ラ
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ン
ダ
親
会
社
に
同
額
を
支
払
う
義
務
を
負
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
三
〇
日
間
に
限
り
、
そ
の
受
領
し
た
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を
裁
量
的
に
使
用

し
、
管
理
お
よ
び
リ
ス
ク
を
負
っ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
権
限
し
か
有
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
し
て
批
判

的
に
論
じ
て
い
る
（A

rnold, supra note 11, at 48�

）。

（
（（
）　Ringler, supra note 1� at 230.

（
（8
）　M

ultilateral Convention to O
ECD

 Legal Instrum
ents Im

plem
ent T

ax T
reaty Related M

easures to Prevent 
Base Erosion and Profit Shifting, A

rticle 8, at 15.

（
（9
）　Gosch &

 A
ltenburg, supra note （, at 3（4

で
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
お
よ
び
国
連
モ
デ
ル
租
税
条
約
に
定
め
ら
れ

て
い
る
受
益
者
要
件
の
文
脈
は
共
通
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
の
解
釈
理
論
は
、
国
連
モ
デ
ル
租
税
条
約
に
も

合
致
す
る
と
さ
れ
る
。


